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新潟市の地域特性 及び
合併から分権型政令市に
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第１回新潟市区のあり方検討委員会 資料５
新潟市大都市制度・区政創造推進課

合併から分権型政令市に
向けた取組
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新潟市の地域特性新潟市の地域特性
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新潟市の地域特性

■近隣１４市町村との広域合併を経て，本州日本海側
初の政令指定都市へ移行。

■国内最大の水田面積を持つ大農業都市。

■江戸時代から新潟にある「自治・自主・自立」の気風に
根ざした地域力・市民力。

■江戸時代からの物流拠点「新潟湊」の機能。開港５港の
一つとしての拠点性。

4
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広域合併，政令指定都市移行

■平成の大合併（平成１３～１７年）により新・新潟市誕生。

新潟市・黒埼町・新津市・白根市・豊栄市・小須戸町・横越町・
亀田町・岩室村・西川町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村・巻町

■平成１９年 本州日本海側初の政令指定都市へ移行■平成１９年，本州日本海側初の政令指定都市へ移行。

■ ８つの行政区を設置。

人口：８１万人。面積：７２６ km2 。職員：７，８００人。

北区，東区，中央区，江南区，秋葉区，南区，西区，西蒲区

5

大農業都市

■水田耕地面積，水稲収穫量，米産出額，認定農業者数
全国第１位。



拠点性

■物流・エネルギー基地である日本海側の国際拠点港湾・
総合的拠点港「新潟港」。
本州日本海側貨物取扱量全国第１位。

新潟港における貨物取扱量：３６，０１３千Ｆ/Ｔ（Ｈ２３港湾調査）

■高速道路の結節点（関越道・北陸道・磐越道・日東道）。■高速道路の結節点（関越道・北陸道・磐越道・日東道）。
高速道路延長政令市中第1位。

新潟市高速道路延長：６１．２ｋｍ（Ｈ２４大都市比較統計年表）

■東アジアと直結する国際空港「新潟空港」。

■上越新幹線により首都圏に２時間で直結。

■ ３．１１大震災時，最大の救援拠点として機能。
7

地域力・市民力

■自治会加入率政令市中第２位。

新潟市自治会加入率：９３．１％（Ｈ２５指定都市地域振興主管者連絡会議資料）

■１世帯当たり人員は減少傾向にあるものの，全国平均を
上回っている。



合併から政令市へ合併から政令市へ
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合併から政令市へ

新津市・白根市・豊栄市・小須戸町・
横越町・亀田町・岩室村・西川町・
味方村 潟東村 月潟村 中之口村

黒埼町と合併平成１３年 １月

１２市町村との大合併平成１７年 ３月

■ 広域合併の概要

巻町と合併平成１７年１０月

味方村・潟東村・月潟村・中之口村

人口：５０万人→８１万人
面積：２００km2 →７２６km2

職員：５,２００人→７,８００人
10
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合併から政令市へ

市町村 人口（人） 面積（ ） 職員数（人） 議員定数（人）

新潟市
（黒埼町）

527,324 231.91 5,198 52

新津市 65,860 78.28 526 26

白根市 40,012 77.06 398 22

豊栄市 48,997 76.85 501 22

小須戸町 10,454 16.91 114 16

■ 広域合併の概要

※人口，面積：平成12年国勢調査数値，職員数：平成16年4月1日現在，議員定数：平成16年12月31日現在。

小須戸町 10,454 16.91 114 16

横越町 10,795 23.62 115 18

亀田町 32,061 16.82 287 22

岩室村 10,042 36.11 122 16

西川町 12,365 24.76 90 20

味方村 4,805 14.44 58 14

潟東村 6,454 23.96 63 16

月潟村 3,831 9.04 58 14

中之口村 6,483 20.16 90 16

巻町 29,486 76.14 407 20

11



合併から政令市へ

■ 政令市への移行

合併から政令市へ

■ 政令市への移行

■ 旧市町村と区の構成

出典：新潟市都市政策研究所「研究活動報告書２０１２」 14
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合併から政令市へ

■ 政令市への移行

出典：新潟市都市政策研究所「研究活動報告書２０１２」

15

「大きな区役所」 と 「小さな市役所」

大きな区役所 小さな市役所

合併から政令市へ

市民の大きな安心感と利便性につながる「必要な裁量権を持つ身近な区役所」

都市間競争に打ち勝つ戦略性を備えた「専門性・先見性を持つ小さな市役所」

行財政の効率化を土台として，

■ 行政区の基本的な考え方

大きな区役所
●区民の意見・要望を区の施策に反映
⇒ 企画政策部門の設置

●区役所が独自に考え判断
⇒ 組織・人事・予算の区長権限強化

●区民の利便性向上
⇒ 大括りな組織によるﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

●区民の要望に即応
⇒ 産業・建設部門等のある大区役所制

小さな市役所
●都市間競争を勝ち抜く戦略本部機能
⇒ 全市的な企画等に特化

●戦略的な政策決定の迅速化
⇒ 組織のフラット化（局制の廃止）

●区のバックアップ機能
⇒ カウンターパートの明確化

16
- 8 -



合併から政令市へ

区役所組織 本庁組織（内部部局） 本庁組織（機関） 主な担当分野

地域課
地域・魅力創造部 東京事務所 総合計画，政策調整，特命事項，広報

文化観光・スポーツ部 美術館 文化政策，観光政策，スポーツ振興

市民生活部 消費・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 区政推進，協働，住民基本台帳，戸籍，消費生活
区民生活課 環境部 清掃センター 環境保全，廃棄物処理

福祉部 児童相談所 社会福祉，介護保険，国民健康保険
健康福祉課

保健衛生部 保健所 保健衛生

経済部 航空産業支援ｾﾝﾀｰ 産業政策 商業振興 企業誘致 雇用対策

■ 区役所と市役所の主な組織の対応関係

産業振興課
経済部 航空産業支援ｾﾝﾀｰ 産業政策，商業振興，企業誘致，雇用対策

農林水産部 中央卸売市場 農業，林業，水産業

建設課（※1）

都市政策部 駅周辺整備事務所 都市計画，市街地開発，交通，都市景観，港湾，空港

建築部 住環境，建築指導，公共建築

土木部 東・西土木事務所 道路，公園

総務課
危機管理防災局 危機管理，防災

総務部 職員研修所 庁舎管理，組織，人事，法務，IT推進

（税務課※2） 財務部 市税事務所 予算，契約，用地取得，財産管理，税務

（下水道課※3） 下水道部 東・西下水道事務所 下水道

― 教育委員会 公民館，教育支援ｾﾝﾀｰ 教育

※1：平成21年度より，本庁より業務移管（市道・公園の維持）。平成24年度より，本庁より業務移管（市道・公園の整備）。
※2：平成24年度より，廃止。本庁組織（市税事務所）へ再編。 ※3：平成27年度より，廃止。本庁組織へ再編。

17

合併から政令市へ

区役所 出張所 連絡所・行政サービスコーナー

北区（旧豊栄市役所） 北出張所（旧新潟市地区事務所）
南浜連絡所
濁川連絡所
早通連絡所

東区（旧新潟市地区事務所）※ 石山出張所（旧新潟市地区事務所）
大形連絡所
山の下行政サービスコーナー

中央区（新潟市役所内）
東出張所（旧新潟市地区事務所）
南出張所（旧新潟市地区事務所）

入舟連絡所
関屋行政サービスコーナー

■ 各区における主な機関の設置状況

江南区（旧亀田町役場） 横越出張所（旧横越町役場）

曽野木連絡所
両川連絡所
大江山連絡所
亀田行政サービスコーナー

秋葉区（旧新津市役所） 小須戸出張所（旧小須戸町役場） 新津行政サービスコーナー

南区（旧白根市役所）
味方出張所（旧味方村役場）
月潟出張所（旧月潟村役場）

―

西区（旧新潟市地区事務所）
西出張所（旧新潟市地区事務所）
黒埼出張所（旧黒埼町役場）

赤塚連絡所
中野小屋連絡所

西蒲区（旧巻町役場）

岩室出張所（旧岩室村役場）
西川出張所（旧西川町役場）
潟東出張所（旧潟東村役場）
中之口出張所（旧中之口村役場）

―

18※東区役所は，平成23年10月，現在の場所（旧商業施設）へ移転しています。
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合併から政令市へ

１ 組織編成権と人事権

区役所内部の課未満の組織編成と人事異動の
権限を区長に付与。

２ 予算（区本配当予算を充実）

区役所が市民の声に迅速かつ柔軟に対応する

■ 区長への分権

区役所が市民の声に迅速かつ柔軟に対応する
ことができよう，本庁の所管部署を通さず直接区役
所に配分する予算を充実。

【新たな予算制度の創設】
■特色ある区づくり予算

区の伝統，風土を守り育てる取組や区の課題解決に向けた取組など特色ある区づくりに
向けた取組については，区役所が直接予算を要求。

■区提案予算制度

区民から寄せられたアイディア，要望が市政に反映できるよう，区が所管部局に予算要求
（編成）を求めることができる制度を創設。

18年度： 1,396百万円（対予算総額 0.5%）→ 19年度：17,323百万円（対予算総額 5.2%）

19

合併から政令市へ

１ 区自治協議会の設置

２ 地域コミュニティ協議会の結成

市民と行政の協働によって，住民自治の推進を
図るために，地方自治法に基づき各区に設置。

市民が主体となって地域課題に取り組んでいく

■ 住民自治の確立

市民が主体となって地域課題に取り組んでいく
ことを目的に，小学校区単位を基本として全市域に
地域コミュニティ協議会を結成。（平成27年4月現在 99）

地域コミュニティ協議会

市 民 団 体

公 共 的 団 体

Ｎ Ｐ Ｏ

区
自
治
協
議
会

市
長
・
区
長

連携

協働

参画

20
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分権型政令市に向けた取組分権型政令市に向けた取組

21

分権型政令市に向けた取組

■ 政令市移行後５年の検証

本市にふさわしい自治の実現に向けた検討の視点



分権型政令市に向けた取組

■ 【参考】政令市にいがたのあり方に関する提言

■政令市にいがたの都市像と拠点化戦略

■行政区による主体的なまちづくりと分権型政令市としての組織戦略

個性的で持続可能な暮らしやすい大都市として，世界の大都市モデルとなるような力強い都市像を示すこと
東日本大震災で再認識された本市の拠点機能，バックアップ機能を今後も強く打ち出すこと
これまでの取組を発展させ，都市としての成長を市民が実感できるよう具体的な工程を示した戦略を示すこと
他の自治体との都市間連携・広域ネットワークを構築すること

各行政区・区役所が主体となった魅力あるまちづくりを進め，地域の独自性を発揮していくこと
区役所と本庁の役割・機能の再整理，そのうえでの区役所への権限・財源の一層の移譲，各区が協議・調整
できる仕組みづくりが重要であること

■より個性的で魅力のある，暮らしやすいまちづくりへの挑戦

■市民が主役となる自治の実現

できる仕組みづくりが重要であること
住民自治強化の観点から，区長の選任など，区政・区役所運営のあり方を検討すること
教育委員会など行政委員会についても，区役所への分権化に対応した形で再編を検討すること

区自治協，地域コミ協，ＮＰＯなどの役割がますます重要になるとの認識のもと，地域活動や住民自治の責
任ある担い手の育成，ノウハウを蓄積できる環境づくりが必要であること
市民が参画する領域の拡充や，担い手づくりのため，市民が市政参画・協働の経験を通して学び合う場を提
供すること

政令市移行時に事務・権限が移譲され，本市が一元的に行政サービスを提供できるようになったことによる
効果については，一定の評価
今後も，自立度の高い市政運営を実現し「さらなる効果」を市民が実感できるようにすること
本市がより個性的で魅力ある，暮らしやすいまちを目指し，特区制度なども活用して，様々な分野で本市が
最先端都市となり，その姿を内外に示していくこと

23

■ 本市にふさわしい自治の実現に向けて
～地域（区）における自治の深化に向けた検討の視点～ （平成24年12月）

分権型政令市に向けた取組



■ 本市にふさわしい自治の実現に向けて
～自治の深化に向けた制度の選択肢（案）の提示～ （平成24年12月）

分権型政令市に向けた取組

■ 自治の深化に向けた制度の優先順位を提示

分権型政令市に向けた取組

（平成25年3月）



■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組

■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組



■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組

■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組



■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組

■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組



■ 自治の深化に向けた取組 （平成25年度～）

分権型政令市に向けた取組
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政令市にいがたを
取り巻く状況

平成２７年７月２７日
第１回新潟市区のあり方検討委員会 資料６
新潟市大都市制度・区政創造推進課

取り巻く状況
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政令市にいがたの現状政令市にいがたの現状

3

人口・世帯数・面積

政令市にいがたの現状

人口（人） 世帯数（世帯） 面積（ｋ㎡）

全 市 ８１１，９０１ ３１２，５３３ ７２６．４５

北 区 ７７，６２１ ２６，０５０ １０７．７２

東 区 １３８，０９６ ５４，４４７ ３８．６２

※人口，世帯数（Ｈ２２国勢調査）

d中央区 １８０，５３７ ８５，４０５ ３７．７５

江南区 ６９，３６５ ２２，９６３ ７５．４２

秋葉区 ７７，３２９ ２６，１４１ ９５．３８

南 区 ４６，９４９ １４，１１３ １００．９１

西 区 １６１，２６４ ６５，２５５ ９４．０９

西蒲区 ６０，７４０ １８，１５９ １７６．５５

4
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課税地面積

政令市にいがたの現状

面積（ｈａ） 割合（％）

宅地 １１，７１８．３ ２２．９

田 ２８，６４０．０ ５６．０

※Ｈ２６．１．１

d畑 ５，３７３．４ １０．５

山林 ３，６８７．４ ７．２

原野・池沼 １８０．１ ０．４

雑種地 １，５５５．３ ３．０

合計 ５１，１５４．５ １００．０

5

国勢調査

政令市にいがたの現状

人口
８１１，９０１人

男 ３９０，４０６人，女 ４２１，４９５人

世帯数 ３１２，５３３世帯

年齢別人口

１５歳未満（人数・割合） １０３，３４６人 １２．８％

１５～６４歳（人数・割合） ５１６，３１１人 ６４．０％

※Ｈ２２．１０．１

d
６５歳以上（人口・割合） １８７，３７１人 ２３．２％

人口集中地区人口 ５８３，３２９人

人口集中地区面積 １０３．４４ｋ㎡

就業者数

総数 ３８７，４１６人

第１次産業 １３，８４６人

第２次産業 ８２，４５１人

第３次産業 ２７５，０１４人

昼間人口 ８２６，２０２人

昼夜間人口比率 １０１．８
6
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経済①

政令市にいがたの現状

①事業所数 ３５，８１７事業所

②従業者数 ３６２，８０７人

③年間商品販売額（卸売業） ２兆３，５１６億円

④年間商品販売額（小売業） ８，１４８億円

⑤製造品出荷額等総額 １兆７４２億円

※①～④：Ｈ２４経済センサス活動調査，⑤：Ｈ２５工業統計調査，
⑥・⑦：Ｈ２２農林業センサス， ⑧・⑨：Ｈ２５漁業センサス，⑩～⑫：Ｈ２３年度

d
⑤製造品出荷額等総額 １兆７４２億円

⑥農家数 １２，６９０戸

⑦経営耕地面積 ３０，６１７ｈａ

⑧漁業経営体数 ２０５経営体

⑨漁船隻数 ２７６隻

⑩市内総生産（名目） ２兆９，７６５億円

⑪対前年度増加率（名目） －０．７％

⑫一人当たりの市民所得 ２７７万円

7

経済②

政令市にいがたの現状

（控除）総資本形成にかかる消費税 ０．４％

第１次産業 農林水産業 １．３％

第２次産業

鉱業 ０．２％

建設業 ５．７％

製造業 １１．７％

※産業別市内総生産（名目）（Ｈ２３年度）：総額２兆９，７６５億円

d

第３次産業

電気・ガス・水道業 １．９％

卸売・小売業 １５．４％

金融・保険業 ４．０％

不動産業 １５．０％

運輸・通信業 ９．７％

サービス業 ２０．８％

政府サービス生産者 １１．２％

対家計・民間非営利サービス生産者 ２．４％

輸入品に課される税・関税 １．２％
8
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経済③

政令市にいがたの現状

食料品 ２２．３％

化学工業 ２０．１％

パルプ・紙 １６．３％

輸送用機械 ７．６％

※製造品出荷額等の産業中分類別構成比（Ｈ２３年）：総額１兆０，０５０億円

d金属製品 ６．８％

生産用機械 ４．０％

印刷・同関連業 ３．２％

鉄鋼 ３．０％

非鉄金属 ２．５％

窯業・土石製品 ２．１％

その他 １２．０％

9

生活①

政令市にいがたの現状

消費者物価指数（Ｈ２６年平均） １０２．８

平均月間現金給与額（Ｈ２５年） ３２０，６２１円

有効求人倍率（Ｈ２６年） １．２５

新設住宅着工戸数（Ｈ２５年度） ６，１８０戸

持ち家率（Ｈ２５ 住宅・土地統計調査） ６６ ４％

d
持ち家率（Ｈ２５ 住宅・土地統計調査） ６６．４％

医療施設
（Ｈ２５年度）

病院（施設数，病床数） ４４ １１，０３４

診療所（施設数，病床数） ６５８ ２７４

歯科診療所（施設数） ４９２ －

保育園
（Ｈ２６．４．１）

保育園数 ２２２園

園児数（定員） ２０，０３５人

生活保護
（Ｈ２５年度平均）

被保護世帯 ８，４１７世帯

被保護人員 １１，５８７人

10
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生活②

政令市にいがたの現状

公園
（Ｈ２５年度末）

都市公園数 １，３５２か所

面積 ７，９２７，１９１㎡

上水道普及率（Ｈ２５年） ９９．５％

下水道普及率（Ｈ２６年） ８２ ８％
d

下水道普及率（Ｈ２６年） ８２．８％

電力消費量（Ｈ２５年度） ４４億８，７６８万ｋＷｈ

ガス消費量（Ｈ２５年度） ２億７，９４２万 

配水量（Ｈ２５年度） １億３１７万 

ごみ処理量（Ｈ２５年度） ３１６，２４９ｔ

合計特殊出生率（Ｈ２５年） １．３２

11

教育

政令市にいがたの現状

学校種別 学校数 在学者数

幼稚園 ５４ ６，８２８

小学校 １１５ ４１，１３２

中学校 ６２ ２１，７０８

※Ｈ２５．５．１ 学校基本調査

d中等教育学校 １ ６０１

高等学校 ２９ ２３，３３３

短期大学 ４ １，４０４

大学 ８ １８，９８１

特別支援学校 １０ ８５１

専修学校 ４４ １２，４４１

各種学校 ３ ３５

12
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新潟港・新潟空港

政令市にいがたの現状

※Ｈ２５年

外貨コンテナ貨物取扱量（Ｈ２５年） １８０，５２６ＴＥＵ

輸出（うち実入り） ８９，５４０ＴＥＵ（５０，２９６ＴＥＵ）

輸入（うち実入り） ９０，９８６ＴＥＵ（８５，８０１ＴＥＵ）

※「TEU」：２０フィートコンテナ換算のこと。２０フィートコンテナ１個で１TEU。

d

空
港
乗
降
者
数
（国
内
）

大阪 ３９２，６０７人

空
港
乗
降
者
数
（海
外
）

ソウル ８０，３５２人

名古屋 ９８，８５９人 上海 １３，４６３人

札幌 １５９，５６９人 ハルビン ２８，７５２人

福岡 １３０，０６４人 グアム １１，０９０人

沖縄 ３８，３７７人 台北 ５，０１０人

佐渡 ７１０人 その他 １６，３２９人

成田 ２２，７５０人

その他 ４５９人

13

道路・運輸

政令市にいがたの現状

道路延長（Ｈ２６．４．１） ６，９０９ｋｍ

道路面積（Ｈ２６．４．１） ４５．３９ｋ㎡

d自動車登録台数（Ｈ２５年度末） ５８４，５８８台

ＪＲ乗車人数（Ｈ２５年度） ３，１７１万人

市内線バス乗車人数（Ｈ２５年度） １，１３５万人

タクシー輸送人数（Ｈ２５年度） ９７３万人

14
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資料：国勢調査，国立社会保障・人口問題研究所

政令市にいがたの現状

d

16.0 15.2 16.3 17.1 16.5 14.6 12.9 11.8 10.9 10.3 9.6 8.9 8.0 7.3 6.7 6.3 

41.0 43.8 46.5 49.4 51.6 53.2 54.6 54.4 53.4 51.6 48.6 45.9 44.0 41.9 39.2 35.6 

24.9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

実績値 推計値

平成52年の本市の推計人口は668,345人となり，平成22年から143,556人減少。15～64歳人口は，
平成52年には35.6万人となり16万人の減少となる。一方，65歳以上人口は，24.9万人になると推
計されている。

15

区別 人口と推計人口
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資料：国勢調査（推計値は国勢調査（H22）を基準として新潟市推計）

政令市にいがたの現状

d

平成22年と平成47年の推計人口を比較すると，江南区以外の全区で人口が減少。年少人口
（15歳未満）及び生産年齢人口（15～64歳）は，全区で減少。老年人口（65歳以上）は全区で増加。
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北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲
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本市の高齢者数および高齢化率の推移と推計

資料：国勢調査，国立社会保障・人口問題研究所

23.5 24.0 24.1 24.3 24.9 
17.9 

20.6 
23.2 

27.2 
30.0 31.5 32.9 34.6 

37.3 

30

40

25 

30 

35 

40 

（単位：％）（単位：万人） 65～74歳 75歳以上 高齢化率

政令市にいがたの現状

本市の平成22年の高齢者数（65歳以上）は187,371人で，高齢化率は23.2％となっている。
平成52年には249,221人，37.3％になると推計されている。

9.3 10.9 11.4 9.8 9.0 9.2 10.1 

9.4 
10.9 12.1 14.2 15.1 15.1 14.8 

3.4 4.1 5.3 6.6 7.9 
9.7 

12.0 
14.4 

16.7 
18.7 

21.8 
23.5 24.0 24.1 24.3 

5.7 6.5 7.7 9.0 10.4 
12.5 

15.1 
17.9 

0

10

20

0 

5 

10 

15 

20 

25 

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

実績値 推計値

17

区別 高齢者数と高齢化率
資料：国勢調査（H22）

39,495 
36,561 

22.6 22.4 22.2 
23.2 

25.9 
24.0 

22.8 

26.2 

20 

25 

30 

40,000 

50,000 

60,000 
（単位：％）（単位：人） 高齢者数 高齢化率

政令市にいがたの現状

高齢者数（65歳以上）は中央区が最も多く，西区，東区の順になっている。高齢化率は
西蒲区，秋葉区，南区の順になっている。

17,477 

30,700 

16,077 
19,953 

11,228 

36,561 

15,880 
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北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区
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一般会計歳出規模 資料：新潟市財務課

一般会計歳出規模（H19-25決算、26・27当初予算）（億円）

6,832

6,460

6,384
6,440

6,585
6,702

6,793
7,152

7,081

6,000

7,000

8,000
団体名 H27当初予算 人口

1 大阪市 17,270 266 

2 横浜市 14,955 371 

3 名古屋市 10,723 225 

4 札幌市 8,722 192 

5 福岡市 7,820 146 

6 京都市 7,504 142 

7 神戸市 7,282 156 
点線グラフは全会計の合計

政令市にいがたの現状

3,111

3,276

3,579

3,500

3,566

3,533

3,657

3,663

3,645 

2,000

3,000

4,000

5,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

8 川崎市 6,189 143 

9 広島市 6,067 118 

10 仙台市 5,389 104

11 北九州市※ 5,421 98 

12 さいたま市 4,560 125 

13 千葉市 3,902 96 

14 堺市 3,712 85 

15 新潟市 3,645 81 

16 熊本市 2,962 73

17 浜松市 2,949 81

18 岡山市 2,848 70 

19 静岡市 2,825 72 

20 相模原市 2,555 71 

点線グラフは全会計の合計
（予算ベース）

※北九州市は暫定予算のためH26当初予算で比較
19

歳入構成比の推移 資料：新潟市財務課

一般会計歳入構成比の推移（％）

38.2 36.7 32.8 33.2 32.4 33.1 32.1 32.8 33.0 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市税

自主財源
H27:47%

H19-25決算H26・27当初予算

政令市にいがたの現状

16.5 15.5 
16.1 14.8 14.1 15.3 14.3 15.2 14.0 

14.7 
14.1 

13.5 13.5 12.8 12.7 
11.5 11.5 11.2 

10.4 12.6 
13.1 13.9 17.8 17.1 18.6 17.0 15.8 

9.7 11.3 15.5 14.7 13.6 12.9 14.7 14.0 14.1 

10.5 9.9 9.0 9.9 9.3 8.9 8.8 9.5 11.9 

使用料、
手数料ほか

地方交付税

H27:47%

市債

国庫支出金

その他

依存財源
H27:53%

20
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歳入構成比 他都市との比較
〈歳入構成比〉他都市との比較（％） H27当初予算ベース

33.0 32.2 33.5 

48.9 
44.5 47.3 47.9 

43.6 44.3 43.4 46.6 

33.6 37.0 35.1 37.1 39.4 
33.4 

28.9 
35.1 33.2 市税

赤字：自主財源 黒字：依存財源

政令市にいがたの現状

資料：新潟市財務課
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0.5 
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5.3 

7.5 

8.1 
5.6 

9.0 
3.7 

10.9 

15.8 
10.0 

11.1 
11.4 11.1 

10.8 
8.3 

9.1 14.0 10.8 
6.6 

13.1 7.7 

14.0 

10.1 
15.1 13.0 

11.9 9.6 

14.8 

14.1 
21.6 

13.5 15.9 14.5 17.4 17.0 
18.1 15.8 14.3 16.4 17.6 21.4 

23.7 
18.2 18.0 19.7 

17.2 17.5 
20.8 

11.9 10.6 10.4 11.0 11.0 10.7 9.9 13.0 12.7 14.1 11.7 10.4 8.9 12.1 10.8 12.3 10.3 8.2 9.8 12.3 

使用料、

手数料
ほか

地方
交付税

市債

国庫
支出金

その他

※北九州市は暫定予算のためH26当初予算で比較 21

歳出構成比の推移 資料：新潟市財務課

一般会計歳出構成比の推移 （％）

18.8 17.6 15.5 15.8 15.4 15.1 14.0 14.3 14.2 

14.0 14.0 13.6 17.2 17.9 18.2 17.9 19.1 19.7 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

人件費

扶助費 義務的経費
H27:45.5%

H19-25決算H26・27当初予算

政令市にいがたの現状

11.1 10.6 
9.9 

10.1 10.1 10.7 10.8 11.2 11.6 

15.8 19.1 
18.5 

18.3 18.3 18.1 19.7 17.4 15.4 

40.3 38.8 42.5 38.6 38.3 37.9 37.6 38.0 39.1 

公債費

投資的経費（建設事業費）

その他経費
（物件費、補助費、
繰出金ほか）

H27:45.5%

22
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歳出構成比 他都市との比較 資料：新潟市財務課

14.2 11.2 12.5 
16.9 14.3 13.6 15.3 17.5 16.6 15.3 15.6 14.7 12.5 14.4 15.7 16.2 14.4 12.3 10.1 

16.6 

19.7 
18.6 

23.3 20.9 23.2 
22.9 25.6 

人件費

〈歳出構成比〉他都市との比較（％） H27当初予算ベース 赤字：義務的経費

政令市にいがたの現状

19.7 
31.5 22.9 

23.3 27.4 25.6 
29.4 

21.8 20.9 
26.5 26.1 30.7 

31.0 27.5 26.2 
23.2 

22.9 

29.1 

11.6 

9.4 

10.8 

10.3 14.7 
12.6 11.9 

9.4 

14.0 
13.0 

12.5 11.4 
13.6 7.0 12.9 11.4 

13.0 
12.3 12.2 

10.6 
15.4 

8.9 
20.2 

15.4 9.1 
14.2 14.2 6.9 15.8 18.5 8.0 9.4 

7.8 15.2 8.2 
16.6 

15.3 

11.4 10.0 

15.2 

39.1 39.0 37.9 34.6 
38.5 

32.3 33.1 36.7 
31.9 32.3 

37.4 38.4 35.4 32.4 35.7 
29.5 

34.1 
41.1 42.1 

28.5 

扶助費

公債費

投資的
経費
（建設
事業費）

その他
（物件費
補助費
繰出金
ほか）

※北九州市は暫定予算のためH26当初予算で比較 23

財政力指数 ～豊かさの程度～ 資料：新潟市財務課

政令市にいがたの現状

1

自治体が標準的水準で行政を行った場合に要する経費（基準財政需要額）に対する，
標準的に収入し得る市税などの歳入（基準財政収入額）の割合
（基準財政収入額）÷（基準財政需要額） １を超えれば交付税不交付団体

団体名 Ｈ25財政力指数 人口

1 川崎市 1.00 143

2 名古屋市 0.98 225

3 さいたま市 0.97 125

4 横浜市 0.96 371

5 相模原市 0.95 71

0.704

0.713

0.705

0.696

0.695

0.703

0.721

0.6

0.7

0.8

0.9

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

5 相模原市 0.95 71

6 千葉市 0.95 96

7 大阪市 0.90 266

8 静岡市 0.90 72

9 浜松市 0.87 81

政令市平均 0.85 －

10 仙台市 0.85 104

11 福岡市 0.85 146

12 堺市 0.84 85

13 広島市 0.81 118

14 京都市 0.76 142

15 岡山市 0.76 70

16 神戸市 0.76 156

17 新潟市 0.72 81 

18 北九州市 0.70 98

19 札幌市 0.69 192

20 熊本市 0.68 73

政
令
市
範
囲
（
Ｈ
25
）
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経常収支比率 ～財政構造の弾力性～
資料：新潟市

財務課

政令市にいがたの現状

99.0%

102.0%

市税などの経常的に歳入される一般財源に対する，人件費，扶助費，公債費などの義務的経費
の比率 （義務的経費）÷（市税，交付税等一般財源＋減税補てん債＋臨時財政対策債）×100

団体名 Ｈ25経常収支比率 人口

1 岡山市 87.5 70

2 熊本市 89.5 73

3 浜松市 90.7 81

4 福岡市 90.8 146 

5 静岡市 91.1 72

88.6%

88.0%

89.5%

88.1%

88.8% 91.2%

92.2%

84.0%

87.0%

90.0%

93.0%

96.0%

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

5 静岡市 91.1 72

6 新潟市 92.2 81

7 札幌市 92.3 192

8 横浜市 94.3 371

9 さいたま市 94.5 125

10 神戸市 95.1 156

政令市平均 95.4 －

11 千葉市 95.5 96

12 北九州市 95.6 98

13 堺市 96.3 85

14 広島市 96.4 118

15 相模原市 97.0 71

16 仙台市 97.3 104

17 川崎市 97.8 143

18 大阪市 98.3 266

19 名古屋市 100.2 225

20 京都市 100.3 142

政
令
市
範
囲
（Ｈ
25
）

25

将来負担比率 資料：新潟市財務課

政令市にいがたの現状

300.0%

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

負債が将来，財政を圧迫する可能性の大きさを示す。 【早期健全化基準400％】

団体名 Ｈ25将来負担比率 人口

1 浜松市 8.9 81

2 さいたま市 25.7 125

3 堺市 27.6 85

4 相模原市 39.8 71

5 岡山市 54.0 70

137.0%

136.2%

130.9%

119.0%

113.7%

113.5%

122.7%

0.0%

100.0%

200.0%

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

政
令
市
範
囲
（
Ｈ
25
）

6 静岡市 76.2 72

7 札幌市 78.0 192

8 神戸市 94.6 156

9 川崎市 111.5 143

10 熊本市 122.5 73

11 新潟市 122.7 81

12 仙台市 136.4 104

政令市平均 139.0 －

13 大阪市 152.5 266

14 名古屋市 164.9 225

15 北九州市 169.3 98

16 福岡市 174.8 146

17 横浜市 198.7 371

18 広島市 228.2 118

19 京都市 230.2 142

20 千葉市 248.0 96

26
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実質公債費比率 ～公債費の負荷の程度～
資料：新潟市

財務課

政令市にいがたの現状

16.0%

19.0%

一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率。
公債費（借入金の返済）の負荷の程度，資金繰りの程度を示す。【早期健全化基準25％】

団体名 Ｈ25実質公債費比率 人口

1 相模原市 3.9 71

2 堺市 5.2 85

3 さいたま市 5.5 125

4 札幌市 6.7 192

5 大阪市 9.0 266

11.5%

11.1%

11.0%

10.7%

10.5%

10.6%

10.9%

4.0%

7.0%

10.0%

13.0%

16.0%

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

政
令
市
範
囲
（Ｈ
25
）

6 川崎市 9.1 143

7 神戸市 10.1 156

8 静岡市 10.3 72

9 北九州市 10.5 98

10 熊本市 10.6 73

11 浜松市 10.8 81 

12 新潟市 10.9 81

政令市平均 11.2 －

13 仙台市 11.3 104

14 岡山市 12.4 70

15 名古屋市 12.6 225

16 福岡市 13.4 146

17 京都市 14.0 142

18 横浜市 15.4 371

19 広島市 15.6 118

20 千葉市 18.4 96

27

主要３基金 資料：新潟市財務課

政令市にいがたの現状

主要３基金残高の推移（億円）

76
61

46 46 46 46

250

300

350
都市整備基金

市債管理基金

財政調整基金
292

315

261 255 255
245

222

179 171 165 159 159 159 146
96 56

60 60
50 50 50 40

30

20

10

46 46 46
46

46

36

0

50

100

150

200

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26見込 H27見込

162

102

※財源調整分。市債満期一括償還に係る積立分などは除く 28
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市債 資料：新潟市財務課

政令市にいがたの現状

発行額・公債費（百万円）

65,333

61,589

68,928 

62,096 

57,685 

60,000

70,000

発行額

公債費

1,356
1,537

1,6935,000

6,000

7,000 臨時財政対策債

その他市債

4,083
4,434

4,734
5,091

5,382
5,602

残高の推移 （億円）

33,754

43,443 48,013

49,688

35,814

35,961

37,063

35,797

36,696

37,900

39,501 

40,751 

41,971 

20,000

30,000

40,000

50,000

2,978
3,084

3,217
3,260

3,439
3,566

3,735
3,845

3,909
584 613 664 823

995
1,168

1,356

0

1,000

2,000

3,000

4,000
3,562

3,697
3,881

4,083

29

（新潟市の財政目標）
・臨時財政対策債を除いたプライマリーバランスについて，平成28年度から収支均衡を図る
・臨時財政対策債を除いた市債残高について，平成28年度から減少させ，平成34年度までに
3,800億円以下に縮減

H27予算 H28見込 H29見込 H30見込 H31見込 H32見込 H33見込 H34見込

税収伸率※ - 1.9% 1.9% 1.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

（単位：億円）

財政予測計画（H28-34）における財政目標
資料：新潟市

財務課

政令市にいがたの現状

税収伸率※ 1.9% 1.9% 1.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

投資的経費 560 540 549 524 503 476 472 478

プライマリーバランス
（臨時財政対策債を除く）

△ 64 11 17 15 15 23 27 23

市債残高
（臨時財政対策債を除く）

3,909 3,898 3,881 3,866 3,851 3,828 3,801 3,778

基金積立額（△は取崩し） △ 60 △ 46 △ 24 15 30 28 17 10

年度末基金残高 102 56 32 47 77 105 122 132

備 考
・固都税評価
替

・H28～退手債
終了

・4月 消費税
10%に引上げ
・県費教職員
権限税源移譲

・固都税評価
替

・固都税評価
替

※税収伸率とは別に，現時点で見込める税制改正や固定資産税の評価替などの影響を反映 30
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政令市別 建物保有状況（行政財産）
（単位：万㎡） 資料：「財産に関する調書（平成25年度）」より作成

政令市にいがたの現状

516 548
688

812

987

1,198

600

800
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1,400

グラフの下向き矢印 は，
施設総量縮減に向けた取組みを実施している自治体

本市の公共施設延床面積は268万㎡で政令指定都市の中では12番目に大きい。最も
面積が大きいのは大阪市で1,198万㎡。
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31

政令市別 人口１人当たりの建物保有状況（行政財産）
（単位：㎡/人） 資料：「財産に関する調書（平成25年度）」より作成

政令市にいがたの現状
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本市の人口１人当たりの建物保有量は3.32㎡で政令指定都市の中では7番目に
多く，政令市平均を上回っている。最も面積が大きいのは北九州市で4.68㎡。
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政令市別 人口1人当たりの建物保有状況（公営住宅以外）

（単位：㎡/人） 資料：財産に関する調書（Ｈ24、H25）

政令市にいがたの現状
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公営住宅以外の行政財産の人口１人当たり面積は，本市が政令市間で最も大きい。

※公営住宅以外の行政財産の比較
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圏域別 人口１人当たりの建物保有状況（区人口順）

（単位：㎡/人）

資料：公有財産台帳（Ｈ25）

圏域Ⅰ：全市民対象（全市で１施設）、圏域Ⅱ：１～３区で１施設、圏域Ⅲ：地域密着（各区内に複数）

政令市にいがたの現状
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圏域Ⅰ

圏域Ⅱ

圏域Ⅲ（小中学校除く）

圏域Ⅲ（小中学校）3.24
2.84

2.63

3.99

4.46

3.84

2.88

人口１人当たりの施設面積は，西蒲区が4.46㎡/人で最も大きく，江南区が3.99㎡/人で続いて
いる。最も小さいのは東区で1.90㎡/人。江南区は，中央卸売市場，亀田焼却場，舞平処理場
などの清掃施設があり，圏域Ⅰ（全市民対象）の施設割合が多い。
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本市における築年別 公共施設の整備状況
資料：新潟市財産白書
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旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）

約99万㎡

新耐震基準（昭和56年6月1日以降）

約171万㎡

昭和５０年代に集中して整備
約82万㎡

（単位：㎡）

政令市にいがたの現状

本市では約1,900施設（公有財産台帳ベース），約270万㎡の公共施設を保有しており，多
くの公共施設は昭和50年代に整備されている（約82万㎡）。
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本市の将来費用算出結果（標準シナリオ）
（単位：億円）

資料：新潟市

財産白書

300

400

500
50年間の必要費用総額 約1兆2,233億円

将来50年間平均費用 約245億円/年

［前提条件］ 耐用年数：60年 周期：補修15年，修繕30年，建替え60年

政令市にいがたの現状

既存の行政財産を現状のまま維持する場合，耐用年数60年の設定では，将来50年間に必要な
費用は約1兆2,233億円になり，年度当たりの平均費用は約245億円となる。過年度平均費用は約
121億円だったため，毎年度約124億円が不足する。
※過年度平均費用：公共施設に係る投資経費実績（Ｈ17～Ｈ24年度平均）（合併建設計画分を除く）
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不足額 約124億円/年

過年度平均費用 約121億円/年※
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本市の将来費用算出結果（長寿命化シナリオ）
（単位：億円） 資料：新潟市財産白書

［前提条件］ 耐用年数：80年 周期：補修20年，修繕40年，建替え80年
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400

500 50年間の必要費用総額 約8,988億円

将来50年間平均費用 約180億円/年

政令市にいがたの現状

既存の行政財産を現状のまま維持する場合，耐用年数80年の設定では，将来50年間に必要な
費用は約8,988億円になり，年度当たりの平均費用は約180億円となる。過年度平均費用は約
121億円だったため，毎年度約59億円が不足する。
※過年度平均費用：公共施設に係る投資経費実績（Ｈ17～Ｈ24年度平均）（合併建設計画分を除く）
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過年度平均費用 約121億円/年※

不足額 約59億円/年
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本市の架設年次別 橋りょう数
資料：新潟市土木総務課
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橋梁数
（橋）

政令市にいがたの現状

本市で管理する橋梁は，高度経済成長期を中心に多くが建設されている。
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本市における下水道管渠の年度別 整備延長
資料：新潟市下水道部

政令市にいがたの現状

累計延長 L=3,474km

本市の下水道管渠の累計延長をみると，整備から50年以上経過が32㎞，30年以上経過が
562㎞となっている。今後は，老朽管路の急増が見込まれる。

３０年以上経過
Ｌ＝５６２ｋｍ

５０年以上経過
Ｌ＝３２ｋｍ
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6,342
6,145

6,000
5,884

5,767
6,000

6,500 【778人減員】
現行の組織における職員の
削減は厳しい状況にある

政令市にいがたの現状

市職員数（普通会計職員数）の推移

5,767
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単位：人
※各年4月1日現在
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政令市別 全職員に占める区役所職員の割合
（単位：％）
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資料：第30次地方制度調査会（第15回専門小委員会）

政令市にいがたの現状

本市の全職員に占める区役所職員の割合は約31％で政令市中第1位となっている。
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区別 区役所職員数
（単位：人） 資料：新潟市(H25.4.1)
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政令市にいがたの現状
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区役所の職員数は中央区が348人で一番多く，西区284人，北区277人と続いている。最も
少ないのは，秋葉区で212人。
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区別 区役所職員1人当たりの区民数
（単位：人）
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資料：新潟市(H25.4.1)

政令市にいがたの現状
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区職員１人当たりの区民の数は，西区556人で一番多く，東区が549人，中央区507人と続いて
いる。最も少ないのは，南区で188人。

45

資料：第30次地方制度調査会（第15回専門小委員会）

政令市別 区の数
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政令市にいがたの現状

46

本市の区の数は8で，広島市と並んで上位から8番目となっている。
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資料：第30次地方制度調査会（第15回専門小委員会）

政令市別 1区当たりの平均人口
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（単位：千人）

政令市にいがたの現状

47

本市の１区当たりの人口は約10万1千人で，政令市中最も少ない。
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政令市にいがたの現状

政令指定都市の区の最大・平均・最少人口

出典：新潟市都市政策研究所「研究活動報告書２０１２」
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政令市にいがたの現状

政令指定都市の区役所組織が担う分野

出典：新潟市都市政策研究所「研究活動報告書２０１２」

49

配分率※
配分額
（百万円）

H18
（支所）

0.5% 1,396 

H19 5.2% 17,323 

H20 5.3% 17,520 

政令市にいがたの現状

区役所への直接配分予算額の推移
※財務部より本庁所管部署を通さず，直接区役所に配分される予算額（人件費を除く）

17,323
17,520

20,785
20,138
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23,367

21,174
21,019

15,000

20,000
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資料：新潟市財務課

H20 5.3% 17,520 

H21 6.2% 20,785 

H22 5.7% 20,138 

H23 6.3% 22,608 

H24 6.5% 23,367 

H25 5.9% 21,174

H26 5.7% 21,019

H27 3.7% 13,483
※配分率は市一般会計予算における
区役所配分予算比率
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注）H27は合併建設計画の終了及び生活道路の整備費を本庁への配分に変更したことにより減少している。 50
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配分率※
配分額
（百万円）

H19 33.1% 17,323 

H20 37.2% 17,520 

H21 42.0% 20,785 

政令市にいがたの現状

区役所配分予算における直接配分予算の割合

33.1
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42.0 
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45.0 

資料：新潟市財務課※区役所配分予算額には人件費を含んでいない）

H21 42.0% 20,785 

H22 39.6% 20,138 

H23 40.7% 22,608 

H24 40.6% 23,367 

H25 36.9% 21,174

H26 36.4% 21,019

H27 25.1% 13,483

※配分率は，区役所配分予算額に占
める区役所への直接配分予算額の
割合
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注）H27は合併建設計画の終了及び生活道路の整備費を本庁への配分に変更したことにより減少している。 51
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にいがた未来ビジョンにいがた未来ビジョン

53

にいがた未来ビジョン ＝ 新潟市総合計画

にいがた未来ビジョン



国の動向国の動向

55

■ 「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する
答申」を内閣総理大臣に提出（平成25年6月25日）

■住民自治を強化するための見直し（区の役割を拡充）

【現行の大都市等に係る制度の見直し】

■制度改正等の必要性

・市町村間の広域連携や都道府県による補完など，多様な選択肢の中から自ら選択
できるようにしていくことが必要 など

【大都市を含めた基礎自治体をめぐる現状と課題】

第３０次地方制度調査会

■住民自治を強化するための見直し（区の役割を拡充）

・条例で，市の事務の一部を区が専ら所管する事務と定めることができること
・区長を，市長が議会同意を得て選任する任期４年の特別職とすること
・区選出議員を構成員とし，区を単位とする常任委員会を置くこと など

■二重行政の解消を図るための見直し

・都道府県から指定都市への事務移譲により事務処理を一元化
・指定都市と都道府県が同種の任意事務等について調整する協議会の設置 など

56
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地方自治法の一部改正

■区の役割の拡充【「都市内分権」による住民自治の強化】

■ 地方自治法の一部改正（平成２６年５月３０日公布）

① 区の事務所が分掌する事務を条例で定める。

指定都市制度の見直し（抜粋） （平成２８年４月１日施行）

どのような区のあり方がふさわしいか，議会も含め，十分に検討した
上で立案する必要。⇒ 平成28年度の施行に向けて庁内で検討中。

② 区に代えて総合区を設け，議会の同意を得て選任される総合区長（特別職）
を置くことができるようにする。

総合区長は，総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか，
法律等により総合区長が執行することとされた事務などを執行し，
これらの事務の執行について当該指定都市を代表する

※ 指定都市の議会においては，区を単位とする常任委員会を置くなど，
区を単位として調査・審査等を行う仕組みを設けることも考えられる。

区を単位とする行政に住民の意思をより一層反映させる観点から，
区単位の議会の活動が重要であることを踏まえ，地域の実情に応じて，
区を単位とする常任委員会を検討。

57

地方自治法の一部改正
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区のあるべき方向の検討

平成２７年７月２７日
第１回新潟市区のあり方検討委員会 資料７
新潟市大都市制度・区政創造推進課

区のあるべき方向の検討

1

目 次

１ 新潟市区のあり方検討委員会 ・・・・・・・ ３
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（３）想定される論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
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新潟市区のあり方検討委員会新潟市区のあり方検討委員会

3

新潟市区のあり方検討委員会

● 本市は，平成19年4月の政令市移行時に分権型政令市を標榜し，「大きな
区役所，小さな市役所」の考え方のもと，区役所を拠点とした行政区単位で
特色あるまちづくりを進めてきた。

■ 設置の背景・趣旨

● 政令市移行後５年を契機に設置した，「政令市にいがたのあり方検討委員
会」からの提言を踏まえ，平成２５年度より，庁内に区政創造推進会議を設
置し，自治の深化に向けた検討を行い，区の権限強化にかかる取組を進める置し，自治の深化に向けた検討を行い，区の権限強化にかかる取組を進める
一方，国においては平成２６年５月，地方自治法が改正され，総合区制度の
創設等，区の役割が拡充された。

● 平成２７年度から平成３４年度を期間とする新潟市総合計画（にいがた未
来ビジョン）では，人口減少社会のなか，持続可能な行政サービスを提供で
きるよう，行政の組織・機能の効率化や，区の規模や数などを含めた区のあ
るべき方向について検討を進めることについて明記。

● 総合区制度の採用も含めた，本市の将来に向けた中長期的な「区のあり方」
にかかる大きな方向性について，あらゆる可能性を含め議論していただくた
め，有識者を構成メンバーとする「新潟市区のあり方検討委員会」を設置する。

4
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新潟市区のあり方検討委員会

■ 検討の進め方・スケジュール

● 今後の「区のあり方」について，現状を客観的に評価・検証した上で，
めざすべき大きな方向性を取りまとめるにあたり，（３）の視点で論点
整理を行う。
● 平成２７年度中に，全４回程度，検討委員会を開催し，年度内に提言を
取りまとめ。

（１）新潟市の地域特性について
第１回委員会

（１）新潟市の地域特性について

（２）これまでの本市の取組の評価について

（３）今後の方向性について（論点整理）

「総合区制度への対応」

「区の権限強化」

「ガバナンスのあり方」

「区の規模や数」

（４）提言取りまとめ

第１回委員会

第２，３回委員会

第４回委員会

5

新潟市区のあり方検討委員会

■論点① 「総合区制度への対応」

■論点② 「区の権限強化」

総合区制度を導入した場合における影響の整理

■ 想定される論点

総合区の採用とは別に区の権限強化に向けた方向性の整理

■論点④ 「区の規模や数」

■論点③ 「ガバナンスのあり方」

総合区の採用とは別に区の権限強化に向けた方向性の整理

区の権限強化に対応したガバナンスのあり方の整理

住民に身近な区政と持続可能なサービスを提供できる効率性の整理

6
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政令市別　区の人口・面積（上段：人口（人），下段：面積（ ））

財政力指
数

（順位）
経常収支
比率

（順位）
実質公債
費比率

（順位）

清田区 厚別区 手稲区 南区 白石区 西区 豊平区 中央区 東区 北区

115,111 129,429 140,993 141,030 210,153 212,302 217,991 227,385 258,383 281,872

59.87 24.38 56.77 657.48 34.47 75.10 46.23 46.42 56.97 63.57

若林区 宮城野区 泉区 太白区 青葉区

130,577 187,732 216,516 225,623 289,848

50.86 58.19 146.61 228.39 302.24

西区 桜区 中央区 岩槻区 大宮区 緑区 北区 浦和区 見沼区 南区

86,533 95,381 98,609 111,198 114,268 118,269 145,115 154,049 160,829 179,204

29.12 18.64 8.39 49.17 12.80 26.44 16.86 11.51 30.69 13.82

緑区 美浜区 若葉区 稲毛区 花見川区 中央区

126,726 148,750 150,399 157,093 177,865 201,721

66.25 21.20 84.21 21.22 34.19 44.69

西区 栄区 瀬谷区 中区 泉区 磯子区 緑区 南区 金沢区 保土ケ谷区 都筑区 港南区 神奈川区 旭区 戸塚区 鶴見区 青葉区 港北区

97,660 123,693 126,392 150,379 155,713 166,868 179,221 199,022 203,103 204,319 211,218 217,398 233,087 249,593 276,239 286,999 307,768 338,003

6.98 18.55 17.11 20.85 23.56 19.02 25.42 12.63 30.68 21.81 27.88 19.86 23.59 32.78 35.70 32.38 35.06 31.37

幸区 麻生区 多摩区 高津区 川崎区 宮前区 中原区

159,692 172,814 204,527 222,569 224,223 224,416 241,410

10.09 23.11 20.39 17.10 40.25 18.60 14.81

緑区 中央区 南区

173,310 268,228 273,192

253.81 36.83 38.18

南区 西蒲区 江南区 北区 秋葉区 東区 西区 中央区

46,370 59,802 69,306 76,290 77,976 138,435 157,168 175,923

100.59 174.59 75.81 107.92 94.90 38.77 95.54 37.75

駿河区 清水区 葵区 

211,682 244,046 257,836

72.89 265.09 1073.76

天竜区 北区 浜北区 南区 西区 東区 中区

31,660 94,438 96,777 103,453 113,058 129,774 239,799

943.84 295.54 66.50 46.84 114.71 46.29 44.34

熱田区 東区 中区 昭和区 瑞穂区 中村区 南区 西区 港区 天白区 千種区 名東区 北区 守山区 中川区 緑区

64,609 74,301 79,574 100,969 105,069 132,420 137,949 144,911 148,324 155,553 156,974 160,420 162,997 171,379 219,136 242,350

8.20 7.71 9.38 10.94 11.22 16.30 18.46 17.93 45.63 21.58 18.18 19.45 17.53 34.01 32.02 37.91

東山区 上京区 下京区 南区 中京区 北区 山科区 西京区 左京区 右京区 伏見区

37,082 77,011 77,115 98,487 104,324 111,853 131,385 151,816 155,545 195,687 277,659

7.48 7.03 6.78 15.81 7.41 94.88 28.70 59.24 246.77 292.07 61.66

浪速区 大正区 此花区 福島区 天王寺区 東成区 港区 西区 旭区 中央区 西淀川区 都島区 阿倍野区 西成区 鶴見区 北区 住之江区 生野区 東住吉区 住吉区 城東区 東淀川区 淀川区 平野区

62,841 67,652 67,868 70,551 72,379 80,768 82,619 89,044 91,250 92,779 97,132 102,656 107,483 110,006 112,827 115,804 124,631 128,392 130,931 153,904 167,313 171,306 172,320 200,320

4,37 9.21 15.45 4.67 4.80 4.55 7.90 5.20 6.30 8.88 14.23 6.05 5.99 7.35 8.16 10.33 20.77 8.38 9.75 9.34 8.42 13.26 12.64 15.30

美原区 東区 中区 西区 堺区 南区 北区 

39,755 87,103 125,123 138,415 146,579 151,381 158,422

13.20 10.49 17.88 28.61 23.65 40.39 15.60

長田区 兵庫区 中央区 灘区 須磨区 東灘区 垂水区 北区 西区

101,178 108,756 129,285 132,038 165,610 212,676 224,018 224,646 247,984

11.36 14.68 28.97 32.66 28.93 34.00 28.11 240.29 138.01

東区 中区 南区 北区

97,019 145,174 170,433 292,684

160.53 51.25 127.48 450.70

安芸区 東区 中区 佐伯区 南区 安佐北区 西区 安佐南区

80,817 121,244 129,527 137,475 140,700 149,733 188,738 239,833

15.32 39.42 26.30 35.61 117.24 353.33 94.08 225.22

戸畑区 八幡東区 若松区 門司区 小倉北区 小倉南区 八幡西区

59,137 70,210 85,297 103,075 180,428 214,654 258,994

16.66 36.26 69.91 73.37 39.23 171.74 83.04

城南区 中央区 西区 博多区 早良区 南区 東区

122,241 175,423 199,433 209,734 214,083 249,888 289,494

15.99 15.39 84.16 31.26 95.87 30.98 69.36

西区 南区 北区 中央区 東区 

92,830 128,142 144,843 176,121 190,633

110.01 115.34 89.33 25.45 50.19

※平成27年3月31日現在：千葉市，横浜市，川崎市，新潟市，静岡市，大阪市，堺市，神戸市，岡山市，北九州市，福岡市。平成27年4月1日現在：札幌市，仙台市，さいたま市，相模原市，浜松市，名古屋市，京都市，熊本市。
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論点整理について

平成２７年１０月１４日
第２回新潟市区のあり方検討委員会 資料２
新潟市大都市制度・区政創造推進課

論点整理について
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区制（現行）について区制（現行）について

区制（現行）について

市議会

市長
（執行機関）

■ 新潟市における自治の仕組み

行政

選挙 選挙

住 民

提案

議決・チェック

2

市議会

本庁 区役所

○○部

○○部

○○部

○○部
・
・
・
・

北区

東区

中央区

江南区

秋葉区

南区

西区

西蒲区

主な補助機関

区自治協議会

参画

意
見
・
要
望

※論点との関係

－－：論点①・②
－－：論点③
－－：論点④

南区

秋葉区

江南区

中央区

東区

北区

西区

西蒲区
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区制（現行）について

■ 区制の概要

■ 地方自治法第２５２条の２０第１項により，政令指定都市に必置
■ 区の数，人口，面積などの基準はない
■ 区の名称，所管区域，区役所の位置などは条例（※）で規定
■ 区に事務所を置く（必要があると認めるときはその出張所を置く）
■ 事務所の長として職員のうちから市長が命ずる区長を置く

区とは

区制（現行）について

■ 区長の役割，事務・権限

● 市長の命を受け，当該地域（区）の特色を踏まえた政策企画や，市民生活に
密着した行政サービスを実施

● 副区長以下の一般職員の事務を指揮・監督

区長の役割・職務

① 個別法に基づき処理することとされている事務

区長の事務

① 個別法に基づき処理することとされている事務
例）戸籍事務，住民基本台帳事務

② 市長の権限に属する事務を分掌させるもの
例）（団体により異なる）諸証明関係事務，埋火葬許可関係事務，国民健康保険関係事務

● 区役所に置く各組織の名称・所掌事務などを規定：区役所組織規則

● 市長から区長の判断（専決）に任されている事務・権限などを規定：事務専決規程

● 市長から区長に権限自体を委譲（委任）している事務・権限を規定：事務委任規則

－ 区長（区役所）に関する事務・権限を定める主な例規 －

・ 『専決』は事務処理の権限は市長に留保したまま，事務処理上の意思決定者を区長と定めることで全ての日常業
務が市長決裁となることを避けるものであり，文書の発信者名は『市長名』となる。
・ 『委任』は事務処理の権限自体を受任者に移すものであり，文書の発信者名は委任を受けた『区長名』となる。
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区制（現行）について

区長の権限

■ 区長の役割，事務・権限

主な権限 内容 区長裁量の範囲 留意点

※新潟市における運用状況（権限がない事務でも場合によって運用上の裁量権を区長に付与）

有
①
②－１
②－２

個別法に基づき区長が処理することとされている事務
市長の権限に属する事務のうち，専決権者が区長となっている事務
区長に委任された事務

無 ※ 上記を除く，区役所組織規則で定める事務

主な権限・内容 区長裁量の範囲 留意点

財
源

本
配
当

①人事・施設管理 必要経費のため，区長裁量はほとんどない。

※本配当に充てる金額は財務課
が全体から算出。
※③・④の事業採否にあたっては
区間や財務課との調整あり。
※予算編成の最終決定権限者で
ある市長の承認が必要。

②特色ある区づくり予算事業 各区の特色を踏まえ，企画立案から実行まで区自ら
が行う事務事業であるため，区長裁量が大きい。③提案区独自事業

再
配
当

④区提案予算制度を活用した事業
地域の実情を踏まえた区の提案に基づいた事務事
業であるが，本庁所管課が制度設計や予算要求を
行っているため，区長裁量は限定的。

⑤本庁所管の事務事業の実施
各事務事業の本庁所管課が制度設計や予算要求
をし，区長裁量は少ない。

組
織

①課組織の再編成権
②課組織の名称変更権

区役所組織数の増加を伴わず，各区の特色を踏ま
えた組織の打出しが妥当なものについては，区長
裁量で組織改正できる。

※市民が分かりやすいよう窓口組
織は原則統一。
※組織編成の最終決定権者であ
る市長の承認が必要。

人
事課長補佐以下の配置権

区役所各課の状況などを踏まえ，区長裁量で配置
変換等を行っている。

※新・定員配置計画のもと区職員
数は人事課が全体から算出。

4
- 58 -



論点①「総合区制度への対応」論点① 総合区制度への対応」

論点① 「総合区制度への対応」

■ 総合区制度を導入した場合における影響の整理

法制化の経緯

第３０次地方制度調査会答申（抜粋）

「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」

第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し

１ 指定都市制度

（平成２５年６月２５日）

１ 指定都市制度

（３） 「都市内分権」により住民自治を強化するための具体的な方策

・・・（略）・・・区長が市長から独立した人事や予算等の権限，例えば区の職員の任命
権，歳入歳出のうち専ら区に関わるものに係る市長への提案権，市長が管理する財産
のうち専ら区に関わるものの管理権などを持つこととすることを検討すべきである。

このように，区長に独自の権限を持たせる場合には，現在は一般の職員のうちから
命ずることとされている区の事務所の長（区長）について，副市長並みに，市長が議会
の同意を得て選任する任期4年の特別職とし，任期中の解職や再任も可能とすること
を選択できるようにすべきである。・・・（略）・・・

5
- 59 -



論点① 「総合区制度への対応」

地方自治法の規定

改正地方自治法（平成２６年５月３０日公布）－抜粋－①

（総合区の設置）

第２５２条の２０の２ 指定都市は，その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは，
前条第１項の規定にかかわらず，市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するもの
を第８項の規定により総合区長に執行させるため，条例で，当該区に代えて総合区を設け，総合区
の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。

２ 総合区の事務所又はその出張所の位置，名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する
事務は，条例でこれを定めなければならない。

３ 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。

４ 総合区長は市長が議会の同意を得てこれを選任する。

５ 総合区長の任期は，４年とする。ただし，市長は，任期中においてもこれを解職することができる。

６ 総合区の事務所の職員のうち，総合区長があらかじめ指定する者は，総合区長に事故があるとき
又は総合区長が欠けたときは，その職務を代理する。

７ （略）

論点① 「総合区制度への対応」

改正地方自治法（平成２６年５月３０日公布）－抜粋－②

（総合区の設置）

第２５２条の２０の２

８ 総合区長は総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか，法律若しくはこれに基づく政令
又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として

地方自治法の規定

又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として
総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し，これらの事務の執行について当該指定
都市を代表する。ただし，法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は，この限りでない。

一 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事
務（法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。）

二 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務（法律若しくはこれに基づ
く政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。）

三 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供
される役務に関する事務（法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとさ
れたものを除く。）

四 前３号に掲げるもののほか，主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの
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論点① 「総合区制度への対応」

改正地方自治法（平成２６年５月３０日公布）－抜粋－③

（総合区の設置）

第２５２条の２０の２

９ 総合区長は，総合区の事務所又はその出張所の職員（政令で定めるものを除く。）を任免する。た
だし，指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては，あらかじめ，市長の同意を

地方自治法の規定

だし，指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては，あらかじめ，市長の同意を
得なければならない。

１０ 総合区長は，歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認
めるときは，市長に対し意見を述べることができる。

１１ 総合区に選挙管理委員会を置く。

１２～１４ （略）

論点① 「総合区制度への対応」

総合区長の職員任免権の範囲

※H26.6.10 地方自治法の一部改正にかかる説明会資料（総務省） 7
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論点① 「総合区制度への対応」

総合区長の予算意見具申権

※H26.6.10 地方自治法の一部改正にかかる説明会資料（総務省）

論点① 「総合区制度への対応」

総合区の設置の方法 ■要件：なし（人口，面積などにかかわらず設置可能）
■パターン：以下の１～３いすれも選択可能

※H26.6.10 地方自治法の一部改正にかかる説明会資料（総務省） 8
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論点① 「総合区制度への対応」

総合区と現行の新潟市の区との比較

総合区 現行の新潟市の区

１ 位置づけ 指定都市の内部組織 指定都市の内部組織

２ 法人格 なし なし

３ 長 総合区長 区長

主な事務

総合区の政策・企画の立案（法に規定）
総合区のまちづくり等の事務（法に規定）

市長の権限に属する事務のうち，条例で定
めるものを執行

市長の権限に属する事務のうち，規則で定
めるものを分掌し 補助執行

９頁
参照

めるものを執行 めるものを分掌し，補助執行

権限
職員任命権
予算意見具申権

（運用上，課長補佐以下の配置権を付与
するとともに，区づくり予算・区提案
予算で区長の意向を反映）

身分 特別職 一般職

選任 市長が議会の同意を得て選任
市長が職員から任命 （公募は庁内外から

人材を募集・選考の上，任命）

任期 ４年 定めなし（公募区長は３年）

市長との関係 市長の指揮監督を受ける 市長の指揮監督を受ける

リコール あり なし

４ 議会
なし（市議会の判断で区常任委員会を設置
する等の工夫が可能）

なし（市議会の判断で区常任委員会を設置
する等の工夫が可能）

11頁
参照

論点① 「総合区制度への対応」

総合区長が執行する主な事務（現行の新潟市の区との比較）①

総合区 現行の新潟市の区（※規則：区役所組織規則）

【個別法で規定】
●法令で総合区長が
執行することとされた事務(Ａ)
例） 戸籍事務，住民基本台帳事務

※区長も同様の事務を執行（従来，法令上区長が執
行する事務は総合区長も執行する）
例） 戸籍事務，住民基本台帳事務

【地方自治法で規定】
●総合区の政策・企画の立案(Ｂ) ※区の政策の推進及び重要施策の企画に関する事項●総合区の政策・企画の立案(Ｂ)

●総合区長の固有の事務(Ｂ)
①総合区のまちづくりの事務
例） 区民会議

まちづくり計画の策定

②総合区の住民の交流を促進する事務
例） 地域の祭り・イベント

③福祉関係の事務のうち，総合区の住民に対し直
接提供される役務に関する事務
例） 子育て相談所の運営

※区の政策の推進及び重要施策の企画に関する事項
（規則に規定）

※区自治協議会に関する事項（規則に規定）
※区ビジョンまちづくり計画の策定
（上記，「区の政策・・・」の規定に基づき実施）

※地域の祭りへの補助，実施協力等
（観光及び物産振興に関する事項（規則に規定））

※地域子育て支援センターの運営等
（こどもに関する施策の企画，立案及び実施に関す

る事項（規則に規定））
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論点① 「総合区制度への対応」

総合区長が執行する主な事務（現行の新潟市の区との比較）②

総合区 現行の新潟市の区（※規則：区役所組織規則）

【地方自治法で規定】
●Ｂの事務のほか，条例で定める事務(Ｃ)
①まちづくり関係
例） 公園の使用許可

道路の占用許可

②コミュニティ関係
例） 市民利用施設の維持管理 使用料徴収

※公園及び緑地の占用，使用等の許可に関する事項
※道路の占用許可に関する事項

（上記，いずれも規則に規定）

※公の施設の管理（規則に規定）例） 市民利用施設の維持管理，使用料徴収
自治会・町内会などの地縁団体の認可

③福祉関係
例） 国民健康保険の被保険者資格の認定

や保険料の徴収
介護保険における要介護認定

※公の施設の管理（規則に規定）
※地縁による団体の認可に関する事項（規則に規定）

※国民健康保険の資格に関する事項
国民健康保険料に関する事項

※要介護認定及び要支援認定に関する事項
（上記，いずれも規則に規定）

●上記，区役所組織規則で定める事務(Ｄ)

※区が分掌する事務については，現在，規則で定め
られているが，改正地方自治法（H26.5.30公布）
により平成28年度以降，条例で定めることになる

論点① 「総合区制度への対応」

総合区長が執行する事務のイメージ（現行の新潟市の区との比較）

市の条例で定める事務（Ｃ） 区役所組織規則で定める事務（Ｄ）

↓
Ｈ２８ ４ １～

現段階で，想定されるものはないが，総合区のみ
で行われる事務を条例に盛り込むことは可能

Ｈ２８．４．１～

区役所の分掌事務を定める条例
で定める事務地方自治法で定める事務（Ｂ）

個別法で定める事務 （Ａ）

総合区 区

● Ａの事務の執行について，総合区長及び区長は当該指定都市を代表する。
● Ｂ・Ｃの事務の執行について，総合区長は当該指定都市を代表する。
● Ｄの事務について，区長は市長の事務を分掌して補助執行する。
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論点① 「総合区制度への対応」

総合区長の権限（現行の新潟市の区との比較）

総合区 現行の新潟市の区

【地方自治法で規定】
●職員任免権
総合区長は，総合区の事務所又はその出張所の
職員を任免する。
※規則で定める主要な職員を任免する場合には，
あらかじめ，市長の同意を得なければならない。

●予算意見具申権
総合区長は，歳入歳出予算のうち総合区長が執

【新潟市における運用】
※職員の配置に関する事務における運用として，区
長に課長補佐以下の配置権を付与している。
また，区役所内の課の再編成権も付与している。
（課の数を増やす場合は総務部と協議が必要）

※予算要求過程における運用として，特色ある区づ
くり予算など，区に直接配分される予算について総合区長は，歳入歳出予算のうち総合区長が執

行する事務に係る部分に関し必要があると認め
るときは，市長に対し意見を述べることができ
る。

くり予算など，区に直接配分される予算について
は区が直接財務部へ要求している。
また，区が予算事業を提案できる制度を設けてお
り，各区長等で構成する「区長会議」において，
提案事業の優先順位をつけ，財務部へ提案してい
る。

総合区長による任免 【法上の権限】
市長による任免

（課長補佐以下の配置権）

予算意見具申権 【法上の権限】 運用として区長の意向を予算に反映

職員任免権

予算意見
具申権

総合区 区

【イメージ】

論点① 「総合区制度への対応」

① 議会同意により，区長の選任に一定程度の民意が反映されると考えら
れる。

② 任期（４年）があらかじめ決まっており，長期的視点による区政運営が
可能になると考えられる。

総合区制度にかかる検討の視点（例）

③ 総合区長の事務・権限は 法に規定されていることから 時の政治状況

④ 現時点では，総合区長と区長の事務の範囲は同じと考えられる。

③ 総合区長の事務・権限は，法に規定されていることから，時の政治状況
に影響されず，継続性が担保されると考えられる。

⑤ 職員の任免については権限が拡充される。

⑥ 予算に対する意見の具申については，実態として既に行っているものが
法の裏付けを持つことになる。
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論点②「区の権限強化」論点② 区の権限強化」

論点② 「区の権限強化」

区役所と本庁の職員配置・予算の状況

■ 総合区の採用とは別に区の権限強化に向けた方向性の整理

区役所職員数
（Ａ）

本庁職員数
（Ｂ）

全市職員数
（Ａ＋Ｂ）

人数 2,068人 5,286人 7,354人

職員配置の状況
（平成２７年４月１日現在）

12

構成比 28.1％ 71.9％ 100％

市長部局
教育委員会事務局 その他行政

委員会事務局
（選管，人事など）

議会事務局 消防局 市民病院 水道局
（内，教員）

人数 1,994人 839人 169人 70人 24人 915人 1,103人 341人

構成比 27.1％ 11.4％ 2.3％ 1.0％ 0.3％ 12.4％ 15.0％ 4.6％

（本庁職員内訳）
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論点② 「区の権限強化」

区役所と本庁の職員配置・予算の状況

■ 総合区の採用とは別に区の権限強化に向けた方向性の整理

予算の状況

区役所本配当予算
（Ａ）

本庁本配当予算
（Ｂ）

全市合計
（Ａ＋Ｂ）

予算額 28,291百万円 336,209百万円 364,500百万円

（平成２７年度当初予算）

構成比 7.8％ 92.2％ 100％

総務
費

民生
費

衛生
費

労働
費

農林
水産
業費

商工
費

土木
費

議会
費

消防
費

教育
費

公債
費

諸支
出金

予備
費

予算
額

22,425 106,681 28,533 1,116 7,867 20,317 54,792 1,159 14,492 27,693 41,971 9,061 100

構成
比

6.2％ 29.3％ 7.8％ 0.3％ 2.2％ 5.6％ 15.0％ 0.3％ 4.0％ 7.6％ 11.5％ 2.5％ 0.03％

（本庁本配当予算内訳）※予算額：百万円

論点② 「区の権限強化」

区の権限強化に向けた新潟市の考え方

政令市移行時

『大きな区役所』の実現 ⇒ 区役所が市政のメーンステージ

● 市民生活に密着したサービスは，可能な限り区役所で完結

● 分権型政令市として，各行政区が主体となって魅力あるまちづくりを推進

● 各行政区の経営・改革の当事者である区長が組織マネジメントを徹底

小区役所制 大区役所制

大阪市，名古屋市，京都市等 新潟市，川崎市，広島市，仙台市等

戸籍，住民基本台帳，租税の賦課，
国民健康保険，国民年金，福祉など
の日常的・定型的な窓口業務のみを
分掌

日常的・定型的な窓口業務に加え，
企画政策，保健，土木，建築，産業
など幅広い分野の業務を分掌

※区役所で取り扱う業務範囲は各政令指定都市によって様々だが，大きく２つに分類できる。

13
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論点② 「区の権限強化」

区の権限強化に向けた新潟市の考え方

●土木事務所より，市道・公園の維持に関する業務を区役所建設課へ移管（係の新設）

（平成２４年度）

【本庁 区への移管】

（平成２１年度）

●土木事務所より，市道・公園の整備に関する業務を区役所建設課へ移管（係の新設）

組織再編の状況

●区役所税務課を廃止し，本庁組織（市税事務所）に再編

（平成２７年度）

【区 本庁への移管】

（平成２４年度）

●区役所下水道課を廃止し，本庁組織（下水道事務所）へ業務を集約

市民生活に密着したサービスは可能な限り区役所で完結できるよう本庁業務を区へ移管
する一方，組織体制の効率化や職員の専門性の向上が図られる業務については，区役所
の組織を廃止し，本庁の組織として再編

論点② 「区の権限強化」

区の権限強化に向けた新潟市の考え方

自治の深化に向けた取組における「大きな区役所」の捉え方

● 平成２５年度より，庁内の関係部長などで構成する「区政創造推進会議」や，
８区長などで構成する「区長会議」において自治の深化に向けて検討

＜地域（区）における自治の深化に向けた検討＞

「大きな区役所」の捉え方について，再整理する必要があるのではないか

● 区のさらなる強化に向けて，区役所と本庁の事務分担を再整理

⇒ 「区役所で扱う事務が多い」ことが「大きな区役所」か？

限られた人員・財源の中で，単に区役所で扱う事務を多くすることが
区が主体となった特色あるまちづくりにつながるか？

● 平成２６年度には，「新潟市区における総合的な行政運営の推進に関する規程」を
制定し，区・市間の協議を制度化

14
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論点② 「区の権限強化」

◎８区長（議長：秋葉区長 副議長：西区長）
△準構成員：市理事，地域・魅力創造部長，市民生活部長

■区政に関する政策協議及び市長への提言

■区に関する本庁所管案件の事業計画，方針
伺い等の事前協議（重要なもの）

■区提案予算の協議・要求 など

区長会議 （２回／月 開催）

区役所と本庁間の協議の仕組み

新潟市区における総合的な行政運営の推進に関する規程（概要）

● 市民福祉の向上に向け，区における総合的な行政運営を推
進するために制定。

● 区長は，
区内の事務事業に関し必要な調整を行う。
部長に対し必要な措置を講ずるよう要請できる。

● 部長は，
区長が区の実情に応じて事務事業を実施できるよう配慮する。
事務事業実施に当たり，あらかじめ，区長に対し，協議等を
行わなければならない。

■区に関する本庁所管案件の事業計画，方針
伺い等の事前協議（軽易なもの）

■本庁に対する事務改善提案（軽易なものを除く） など

副区長会議

◎地域課長グループ ◎区民生活課長グループ
◎建設課長グループ ◎健康福祉課長グループ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

課長グループ会議

■定型的な事務事業の連絡調整，協議
■本庁に対する事務改善提案（軽易なもの） など

（２回／月 開催）

（１～２回／月 開催）

新潟市区長会議設置規程（概要）

● 区政に関する政策協議を行うとともに，区役所間，区役所・本
庁間の連絡調整を円滑にし，市民本位の市政を進めるため設置。

● 部長は全区又は複数区に共通し，影響する事項について会議
に付さなければならない。

● 都市計画等，市民の生活環境に影響を与えると見込まれる事
務事業の立案に当たっては，会議に付議しなければならない。

● 議長は必要があると認める場合は会議に部長を出席させ，資
料の提出又は意見を求めることができる。

行わなければならない。

● 協議に当たっては，区長会議などを活用するよう努めなけれ
ばならない。

論点② 「区の権限強化」

区役所と本庁の事務事業の整理等の状況（主なもの）

● 地域の実情を踏まえた予算の配分
⇒ 特色ある区づくり予算に各区の人口・面積を指標として算定した額を上乗せ

● 工事入札時の資格要件
⇒ 地域の実情に合わせ，各区で工事入札の資格要件の判断を可能にした

● 教育支援センターの設置と区役所業務
⇒ 従前の教育事務所を機能強化した上で全区に設置した教育支援センターについて，各区地域課内
に設置し，職員は地域課（区役所）の併任をかける

● 文化・スポーツ施設等の所管整理
⇒ 文化・スポーツ施設等について，地域施設を区で，広域施設を本庁として所管を整理

地域性

地域性

地域性
広域性

地域性

文化・スポーツ施設等について，地域施設を区で，広域施設を本庁として所管を整理

● 人・農地プラン作成業務の役割分担
⇒ 人・農地プラン（地域農業マスタープラン）作成業務について，主に区役所が本庁と協力しながら実
施することとし，国・県との調整，区をまたぐ案件，取りまとめなどは本庁で行うとして役割分担を明確化

● 区役所建設課での訴訟
⇒ 当該区内の案件は区役所で，全市的な案件は本庁で訴訟事務を担当するとして役割分担を明確化

● 騒音測定業務の本庁集約による効率化
⇒ 区役所と本庁が合同で行ってきた騒音測定業務を本庁に集約した上で業者委託により実施

● 区役所保護課ケースワーカーの人員配置
⇒ 区役所保護課ケースワーカーの人員について，国の配置基準に従い本庁が一元管理

● 道路予算の効率的な執行
⇒ 生活道路整備費について，より効率的な予算執行を行うため本庁への配分に変更

専門性
効率性

地域性
広域性

※左端の白抜文字は事務分担の整理にあたって考慮した観点。 15

効率性

効率性

地域性
専門性
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論点② 「区の権限強化」

新潟市が，「分権型政令市」を目指し，区の財源・権限・体制の強化に取り組んでい

ることについては，積極的に評価したいと思います。今後は，区役所機能の強化とい

う基本的な方向性は維持しつつ，業務執行の効率性や職員の専門性の確保といった

観点から，市に集約した方が望ましい事務がないかどうか，検証が必要であろうと考え

ます。

（第１回委員意見）

区の権限強化にかかる基本的な考え方

● 市民福祉の向上は，区役所・本庁が一体となって取り組むもの。

● 新潟市では，これまで「地域性」，「広域性」，「専門性」，「効率性」といった観点か
ら，より効果的な事務の執行が可能となるよう，区役所と本庁の事務分担の整理を
進めてきた。

● 区の権限強化にあたっては，単に区役所の組織を大きくしたり，担う事務を多く
するのではなく，上記の観点を踏まえ，バランスのとれた組織体制，事務分担の
検討が必要。

論点② 「区の権限強化」

区の権限強化にかかる検討の視点（例）

① 新潟市はこれまで，「地域性」，「広域性」，「専門性」，「効率性」といった
観点で区役所と本庁の事務分担の整理を進めてきたが，このほかに考慮
すべき観点はあるか。

② 上記の観点の中で，見直すべきものはあるか。

16
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論点③「ガバナンスのあり方」論点③ ガバナンスのあり方」

論点整理にあたって

本検討委員会におけるガバナンス

住民
※ガバナンスとは，

『統治，管理，監督』などの意味。

■ 区の権限強化に対応したガバナンスのあり方の整理

●本検討委員会におけるガバナンスは，

選挙 選挙

17

議会

●本検討委員会におけるガバナンスは，
『長（執行機関）に対する議会のチェック機能』
と定義する。

●より権限を強化された区役所の執行状況を
チェックするにあたっては，どのようなやり方が
ふさわしいのか。

区の権限強化に対応した
ガバナンスのあり方について整理

長

（執行機関）

（補助機関）

本庁

区役所

行政委員会

など

チェック

- 71 -



論点③ 「ガバナンスのあり方」

議会における区を単位として調査・審査等を行う仕組み

第３０次地方制度調査会答申（抜粋）

「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」

第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し

（平成２５年６月２５日）

第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し

１ 指定都市制度

（３） 「都市内分権」により住民自治を強化するための具体的な方策

・・・（略）・・・以上のような新たな区の位置付けを踏まえ，区を単位とする住民自治の

機能を強化すべきである。区単位の議会の活動を推進するため，市議会内に区選出

市議会議員を構成員とし，一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き，区長の権

限に関する事務の調査や区に係る議案，請願等の審査を行うこととすべきである。

論点③ 「ガバナンスのあり方」

議会における区を単位として調査・審査等を行う仕組み

第１ 指定都市の区に関する事項

改正地方自治法公布にかかる総務大臣通知（抜粋）

（平成２６年５月３０日）

第１ 指定都市の区に関する事項

３ その他

指定都市の議会においては，区を単位とする行政に住民の意思をより一層反映させ

る観点から，区単位の議会の活動が重要であることを踏まえ，地域の実情に応じて，

一又は複数の区を単位とする常任委員会を置くなど，区を単位として調査・審査等を行

う仕組みを設けることも考えられること。

18
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論点③ 「ガバナンスのあり方」

新潟市議会における常任委員会の設置状況

委員会名 定数 所管事項

総務常任委員会 12人 議会事務局，地域・魅力創造部，総務部，財務部，秘書課，区役所（地域課及
び総務課に限る。），会計課，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員及び固
定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他に属しない事項

文教経済常任委員会 13人 教育委員会，文化スポーツ部，観光・国際交流部，経済部，農林水産部，区役
所（産業振興課（西区役所にあっては農政商工課，西蒲区役所にあっては産
業観光課）に限る。）及び農業委員会の所管に属する事項

市民厚生常任委員会 13人 市民生活部，危機管理防災局，福祉部，保健衛生部，区役所（区民生活課，
健康福祉課及び保護課に限る。），市民病院及び消防局の所管に属する事項

【参考】特別委員会（設置の必要がある場合に，議会の議決によって置かれる）

環境建設常任委員会 13人 環境部，都市政策部，建築部，土木部，下水道部，区役所（建設課に限る。）
及び水道局の所管に属する事項

委員会名 定数 所管事項

大都市行財政制度
調査特別委員会

12人 大都市制度，地方分権，財政健全化及び区のあり方検討会にかかわる調査，
研究

農業活性化
調査特別委員会

13人 持続可能な農業確立のため，農業特区，食の安全，ユネスコ創造都市にかか
わる調査，研究

人口減少対策
調査特別委員会

13人 少子・超高齢社会の進行による人口減少問題及び雇用対策にかかわる調査，
研究

観光交流促進
調査特別委員会

13人 交流人口，定住人口の拡大に向けた，魅力発信及び観光誘客等の観光交流
事業にかかわる調査，研究

論点③ 「ガバナンスのあり方」

新潟市における区常任委員会にかかる過去の検討

■ 区 長 （略）

【地域（区）における自治の深化と制度の選択肢（案）について】

（平成２４年１２月２１日 市議会全員協議会）

「政令市にいがたのあり方検討委員会」からの提言を踏まえ，本市にふさわしい自治
の実現に向けた制度の選択肢（案）を提示。（H24.12）

■ 区 長 （略）

１．区を単位とする常任委員会の設置（第３０次地方制度調査会で議論）

２．上記を発展した意思決定の場を設置（法改正必要）

３．現行どおり

■ 議 会

■ 教育委員会 （略）

⇒ 選択肢（案）の提示後，区長の選任方法と教育委員会のあり方については，優先順
位を提示し検討を継続。議会のあり方については，市が優先順位を提示するべきでな
い，として，上記，選択肢（案）を提示したのみ。

19
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論点③ 「ガバナンスのあり方」

区常任委員会の設置の方法

①単独区設置，②複数区（全区含む）設置，③設置しない

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲

議員定数
（人） 5 9 11 4 5 3 10 4

【各区の議員定数】

区選出議員は，最も少ない区で３人となっており，当該区単独での常任委員会設

置は実効性の点で課題がある。

（第１回委員意見）

人口
（人） 77,621 138,096 180,537 69,365 77,329 46,949 161,264 60,740

面積
（ｋ㎡） 107.72 38.62 37.75 75.42 95.38 100.91 94.09 176.55

※人口（Ｈ２２国勢調査）

論点③ 「ガバナンスのあり方」

所管条例の状況
（平成２７年９月３０日現在）

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲
区計
（Ａ）

本庁
（Ｂ）

全市
（Ａ＋Ｂ）

所管
条例数 4 3 5 8 14 4 3 21 62 366 428

構成比
(対全市) 0.9% 0.7% 1.2% 1.9% 3.3% 0.9% 0.7% 4.9% 14.5% 85.5% 100%

区役所と本庁の所管条例・予算の状況

20

予算の状況
（平成２７年度当初予算）

(対全市)

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲
区計
（Ａ）

本庁
（Ｂ）

全市
（Ａ＋Ｂ）

本配当
予算額

(百万円)
3,583 3,348 4,654 3,097 2,867 2,988 4,260 3,493 28,291 336,209 364,500

構成比
(対全市) 1.0% 0.9% 1.3% 0.8% 0.8% 0.8% 1.2% 1.0% 7.8% 92.2% 100%
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論点③ 「ガバナンスのあり方」

① 委員会全体にかかる審議の負担（量・時間）が多くなるとともに，現行の
常任委員会の所管事項との整理が必要になると考えられる。

② 区常任委員会などの区を単位とした調査・審査等を行う場の設置の要
否については，全市の議案（条例案，予算案）に占める区に関する議案の
割合が参考になると考えられる。

区常任委員会にかかる検討の視点（例）

割合が参考になると考えられる。

③ 議員においては，選出区以外の区の状況が把握しづらくなり，意見を述
べる機会が制限されることになると考えられる。

論点③ 「ガバナンスのあり方」

社会情勢

議会以外のチェック機能等について

行政ニーズ



論点③ 「ガバナンスのあり方」

市民が市政・区政に関わる機会（主なもの）

● アンケート調査

● パブリックコメント

● ワークショップ

議会以外のチェック機能等について

● 市長・区長への手紙

● 市政・区政懇談会

● 区自治協議会・審議会等への参画

● 議会への請願・陳情

議会以外のチェック機能等にかかる検討の視点（例）

① 区の役割の変化に対応して，ガバナンス，チェック機能のあり方も成熟し
ていく必要があるが，議会以外に，どのような仕組み・手法が考えられるか。

● 直接請求
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論点④「区の規模や数」論点④ 区の規模や数」

論点④ 「区の規模や数」

■ 住民に身近な区政と持続可能なサービスを提供できる効率性の整理

● 新潟市の区の数は８で，政令市中上位８番目

● 新潟市の１区当たりの人口は約１０万１千人で，政令市中最も少ない

● 新潟市の全職員に占める区役所職員の割合は約３割で，政令市中１位

区の規模・数にかかる現状

10年前に掲げた区づくりの理念をもう一度，本委員会で見てみる必要があるので

はないか。

（第１回委員意見）
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論点④ 「区の規模や数」

「行政区画の編成及び区役所の位置答申書（H17.8.30）」（抜粋）

● 行政区画編成基準
人口規模
地形，地物，面積
地域の一体性，沿革，歴史，地縁的感情
自治・町内会の区域
学校区
行政機関の所管区域の一致

政令市移行時の区割りの考え方

行政機関の所管区域の一致
土地利用状況，都市計画，地域開発の状況の変化
旧市町村の区域

● 区役所設置基準
交通の利便性
区内住民の日常生活上の利便性
既存施設の利用
用地確保の可能性
地域的発展の動向

※ 区の数を８区とした理由

※ 各区の考え方，区の境界について

※ 区役所位置について

論点④ 「区の規模や数」

基準項目 基準の概要 基準との当時の照合結果

人口規模

○既存の政令市の平均人口規模は１０～２０万人程
度。

○人口規模が小さいと行政区の数が多くなり効率性
が損なわれるが，一方，分権型政令市をめざし市民
との協働を考えると人口規模は１０万人程度が適当。

●各区の人口規模は約5～約18万
人となっているが，平均として10万
人程度となっている。

○明瞭な地形・地物は誰でもが認識しやすく，社会
●北・江南・秋葉・南区で一部飛び

答申書「行政区画編成基準」と照合結果

地形，地物，面積
生活上の分断要素であることから，これを区画線と
する。
○区の中心地まで遠いと感じられない距離。
（時間距離がバス・自転車で概ね３０分）

●北・江南・秋葉・南区で一部飛び
地がある。
●北・南区を除いて，半径6kmの円
が区域を概ね覆う。

地域の一体性，
沿革，歴史，地縁
的感情

○市民との協働を進めるために，市町村の区域を
越えて一体感を有する歴史的沿革や地縁的つなが
りを考慮する。鉄道・道路等の交通網や，土地利用
の一体性など，地域の結びつきを考慮する。

●各区で旧郡のつながりや市街地
の連たん，郷のつながりなど，地域
の結びつきが見られる。

自治・町内会の
区域

○自治・町内会などの地域コミュニティや町字の区
域を考慮する。

●東・中央区で一部の町字の区域
が分断されるが，他の区域は分断
されない。
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基準項目 基準の概要 基準との当時の照合結果

学校区 ○小中学校の通学区域を分断しないよう考慮する。
●東・中央・江南・西区で一部の学
校区が分断されるが，他の学校区
は分断されない。

行政機関の所管
区域の一致

○郵便局 警察署等の所管区域 地域の土地利用

●東・中央区で東・南警察署，南・
西・西蒲区で巻警察署の所管区域

論点④ 「区の規模や数」

答申書「行政区画編成基準」と照合結果

○郵便局，警察署等の所管区域，地域の土地利用，
交通体系及び都市計画などの状況を考慮する。

と一致はしていない。

●西区において都市圏ビジョン発
展軸と不一致。

土地利用状況，
都市計画，地域
開発状況の変化

旧市町村の区域

○旧市町村は，地域の一体感・帰属意識の源であり，
伝統・文化・歴史の基礎的な枠組みとなっていること
から，合併関係市町村は市町村界を分断しない。

○旧新潟市域を分ける際は，支所・出張所の境界を
区画線とする。

●東・中央・江南区で一部，居住地
区に影響はないものの，支所・出
張所の境界を分断する箇所がある。

●西蒲区で市町村界を分断する箇
所がある。

論点④ 「区の規模や数」

基準項目 基準の概要

交通の利便性 ○区民にとって，交通条件のよい位置が望ましい。

区内住民の日常生
活上の利便性

○区役所の利用に際しては，日常生活上の利便性を高めるため，他の公共施設・機関，商業サービ
ス機能が一応の水準で蓄積されている地点が望ましい。

既存施設の利用
○支所や地区事務所などは，これまでも長年その場所でサービスを提供し，地域住民にその位置も
浸透していることなど，既存施設の有効利用を最大限考慮する。

用地確保の可能性
○区役所は住民との協働の拠点となるなど，その用地はゆとりある広さであることが望ましい。
○現実的条件として，適当な規模の用地が確保できる可能性があること。

答申書「区役所設置基準」と決定理由

地域的発展の動向
○将来における地域開発や道路整備等，把握できる範囲の地域発展の方向性を予測した上で位置
を決めることが望ましい。

区 決定理由 区 決定理由

北区役所

（豊栄市役所）
●既存施設の活用と施設規模の面
から決定。

秋葉区役所

（新津市役所）
●既存施設の活用と施設規模の面
から決定。

東区役所

（中地区事務所）
※

●既存施設の活用と東区内の活用
可能施設の中での施設規模の観点
から決定。

南区役所

（白根市役所）
●既存施設の活用と施設規模の面
から決定。

中央区役所

（市役所本庁舎）
●既存施設の活用と交通の利便性
の面から決定。

西区役所
(坂井輪地区事務所)

●既存施設の活用と交通の利便性
の面から決定。

江南区役所

（亀田町役場）
●既存施設の活用と施設規模の面
から決定。

西蒲区役所

（巻町役場）
●既存施設の活用と他の行政機関
の集積の面から決定。

※東区役所は，平成23年10月，現在の場所（旧商業施設）へ移転。 25
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論点④ 「区の規模や数」

答申書「区の数を８区とした理由」

【行政区画審議会】区の数にこだわらないことを確認した上で検討

区割りにかかる住民意見（２回調査） 「行政区画編成基準」 ＋＋ 「区役所設置基準」

論点④ 「区の規模や数」

区の規模や数にかかる検討の視点（例）

国も自治体も小さくて効率的に運営されるべき。本庁は業務官庁から政策官庁に

なり，区役所をもっと住民に近づける。

（第１回委員意見）

今後の区のあり方を検討するに際しては，人口減少等の人口動態の変化を踏ま

えることが重要。

区の規模や数にかかる検討の視点（例）

26

● 以下のとおり， ①，②それぞれの面から影響を整理することが考えられる。

① 区の規模：大，数：少 ② 区の規模：小，数：多

区民と行政の距離 遠い 近い

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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論点④ 「区の規模や数」

旧市町村と区の構成

出典：新潟市都市政策研究所「研究活動報告書２０１２」

人口・世帯数・面積

人口（人） 世帯数（世帯） 面積（ｋ㎡）

全 市 ８１１，９０１ ３１２，５３３ ７２６．４５

北 区 ７７，６２１ ２６，０５０ １０７．７２

東 区 １３８，０９６ ５４，４４７ ３８．６２

※人口，世帯数（Ｈ２２国勢調査）

論点④ 「区の規模や数」

d中央区 １８０，５３７ ８５，４０５ ３７．７５

江南区 ６９，３６５ ２２，９６３ ７５．４２

秋葉区 ７７，３２９ ２６，１４１ ９５．３８

南 区 ４６，９４９ １４，１１３ １００．９１

西 区 １６１，２６４ ６５，２５５ ９４．０９

西蒲区 ６０，７４０ １８，１５９ １７６．５５

27
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論点整理における
参考資料について

平成２７年１１月１６日
第３回新潟市区のあり方検討委員会 資料２
新潟市大都市制度・区政創造推進課

参考資料について

目 次

１ 区長就任状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

２ 副市長の事務分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

３ 指定都市における委員会の設置状況 ５３ 指定都市における委員会の設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

４ 指定都市における区民会議等の設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
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区長就任状況（平成19～27年度）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

北区 ③（1年）

東区 ①（1年） ⑤

中央区 ⑤

江南区 ②（1年） ⑤

秋葉区 ③（1年）

南区 ①（1年） ④（1年） ⑥

西区 ①（1年）

西蒲区

①（2年） ②（2年） ④（2年） ⑤（公募・3年）

②（2年） ③（3年） ④（2年）

①（2年） ②（2年） ③（2年） ④（2年）

①（2年） ④（3年）③（2年）

①（2年） ②（2年） ④（2年） ⑤（公募・3年）

②（2年） ③（2年） ⑤（2年）

②（2年） ③（2年） ④（2年） ⑤（公募・3年）

①（2年） ②（2年） ③（3年） ④（公募・3年）

3
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副市長の事務分担（平成 27年度） 

副市長 分担事務 

①浜田副市長 北区役所，江南区役所，秋葉区役所 

地域・魅力創造部，経済部，農林水産部， 

財務部，秘書課，会計課， 

議会，教育委員会，農業委員会

②古木副市長 東区役所，中央区役所 

市民生活部，危機管理防災局，環境部， 

都市政策部，建築部，土木部，下水道部， 

選挙管理委員会，消防局，市民病院

③木村副市長 南区役所，西区役所，西蒲区役所 

文化スポーツ部，観光・国際交流部，福祉部， 

保健衛生部，総務部， 

人事委員会，監査委員，水道局
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人数 分科会

総務委員会 ○ 第一部予算特別委員会 34 無
財政市民委員会 ○ 第二部予算特別委員会 33 無
文教委員会 ● 第一部決算特別委員会 34 無
厚生委員会 ● 第二部決算特別委員会 33 無
建設委員会
経済委員会
総務財政委員会 ○ 予算等審査特別委員会 55 無
市民教育委員会 ● 決算等審査特別委員会 54 無
健康福祉委員会
経済環境委員会
都市整備建設委員会
総合政策委員会 ○ 予算委員会（※常任委員会） 20 無
文教委員会 ● 決算・行政評価特別委員会 20 無
市民生活委員会
保健福祉委員会
まちづくり委員会
予算委員会　※

総務委員会 ○ 予算審査特別委員会 54 5

保健消防委員会 ● 決算審査特別委員会 54 5

環境経済委員会

教育未来委員会

都市建設委員会

総務委員会 ○ 予算審査特別委員会 60 無
市民委員会 ● 決算審査特別委員会 58 5
健康福祉委員会
まちづくり委員会
環境委員会
政策・総務・財政委員会 ○ 予算第一特別委員会 43 無
市民・文化観光･消防委員会 ○ 予算第二特別委員会 43 無
経済･港湾委員会 ● 決算第一特別委員会 43 無
こども青少年･教育委員会 ● 決算第二特別委員会 43 無
健康福祉･病院経営委員会
温暖化対策・環境創造･資源循環委員会

建築･都市整備･道路委員会

水道･交通委員会
総務委員会 区役所 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
民生委員会 ● 決算特別委員会 48 5
環境経済委員会
建設委員会
文教委員会

総務常任委員会 区役所（一部） ○ 常任委員会に分割付託 ― ―

文教経済常任委員会 区役所（一部） ● 決算特別委員会 52 4

市民厚生常任委員会 区役所（一部）

環境建設常任委員会 区役所（一部）

総務委員会 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
生活文化環境委員会 ● 常任委員会に分割付託 ― ―
厚生委員会
経済消防委員会
都市建設委員会
上下水道教育委員会
総務委員会 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
厚生保健委員会 ● 常任委員会に分割付託 ― ―
環境経済委員会 　
建設消防委員会
市民文教委員会 区役所

10 浜松市 46

9 静岡市 48
■地域振興
■市民
■保健福祉

■地域振興
■市民
■保健福祉

8 新潟市 56

7 相模原市 49
■地域振興
■市民

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木・建築
■産業

6 横浜市 86

5 川崎市 60

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木

4 千葉市 54

3 さいたま市 60
■市民
■保健福祉

■地域振興
■市民
■保健福祉

2 仙台市 55

1 札幌市 68

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木・建築

議員数
（条例） 常任委員会 ○予算　●決算の審査

区役所にかかる
所管の有無

指定都市における委員会の設置状況（平成26年度）

区役所が担う
業務分野
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人数 分科会

議員数
（条例） 常任委員会 ○予算　●決算の審査

区役所にかかる
所管の有無

指定都市における委員会の設置状況（平成26年度）

区役所が担う
業務分野

総務環境委員会 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
財政福祉委員会 ● 常任委員会に分割付託 ― ―
教育子ども委員会
土木交通委員会
経済水道委員会
都市消防委員会

経済総務委員会 ○ 予算特別委員会 67 3

くらし環境委員会 ● 決算特別委員会 67 3

教育福祉委員会

まちづくり委員会

交通水道消防委員会

財政総務委員会 区役所 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
教育こども委員会 ● 一般会計等決算特別委員会 22 無
民生保健委員会 ● 公営･準公営企業会計決算特別委員会 22 無
都市経済委員会
建設消防委員会
交通水道委員会
総務財政委員会 ○ 予算審査特別委員会 51 6
市民人権委員会 区役所 ● 決算審査特別委員会 51 6
健康福祉委員会
産業環境委員会
建設委員会
文教委員会

総務財政委員会 ○ 予算特別委員会 67 3

文教こども委員会 ● 決算特別委員会 65 3

福祉環境委員会

企業建設委員会

産業港湾委員会

都市防災委員会

総務委員会 ○ 常任委員会に分割付託 ― ―
保健福祉委員会 ● 一般会計決算審査特別委員会 16 無
環境消防水道委員会 ● 特別会計決算審査特別委員会 16 無
経済委員会 ● 企業会計決算等審査特別委員会 15 無
建設委員会
市民文教委員会 区役所
総務委員会 ○ 予算特別委員会 51 無
消防上下水道委員会 ● 決算特別委員会 49 3
文教委員会
経済観光環境委員会
厚生委員会
建設委員会
総務財政委員会 ○ 予算特別委員会 61 3
建築消防委員会 ● 決算特別委員会 61 3
環境建設委員会
保健病院委員会
教育水道委員会
経済港湾委員会
第１委員会 ○ 条例予算特別委員会 61 5
第２委員会 ● 決算特別委員会 59 5
第３委員会
第４委員会
第５委員会
総務委員会 48 無
企画教育市民委員会
福祉子ども委員会
環境水道委員会
経済委員会
都市整備委員会
予算決算委員会　※

20 熊本市 48

○●予算決算委員会（※常任委員会）

19 福岡市 62

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木

■地域振興
■市民
■保健福祉
■産業

18 北九州市 61

17 広島市 55

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木・建築

■地域振興
■市民
■保健福祉
■土木

16 岡山市 52

15 神戸市 69
■地域振興
■保健福祉

■地域振興
■市民
■土木・建築
■産業

14 堺市 52

13 大阪市 86
■地域振興
■市民
■保健福祉

■地域振興
■市民
■保健福祉

12 京都市 67

11 名古屋市 75
■地域振興
■市民
■保健福祉

■地域振興
■市民
■保健福祉
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指定都市における区民会議等の設置状況
■　地方自治法の規定に基づくもの

新　潟　市 浜　松　市

区民会議設置区数 8区　/　全8区 7区　/　全7区

名称 区自治協議会 区協議会

設置根拠
新潟市自治基本条例
新潟市区自治協議会条例

（全市統一）

浜松市区及び区協議会の
設置等に関する条例（全市統一）

位置づけ（諮問の有無） 附属機関　（諮問あり） 附属機関　（諮問あり）

会議の形態 行政主導型 行政主導型

設置年月日 平成19年4月1日 平成19年4月1日

議会議員の就任 不可 可

・可の場合、実際の就任の有無 ― なし

・就任有の場合の肩書 ― ―

委員数
30人以内（人口10万人を超える区は超える人
口が1万人を増すごとに1人を加える）

20人（中・東・南・浜北区協議会）
25人（西・北・天竜区協議会）

委員構成
　地域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会、公共的団体等、
　学識経験者、公募等

　区内に住所を有する市民で、自治会など地
域で活動している各種団体からの推薦者や学
識経験者、公募者など

委員の選任方法

　委員１０名以内で構成する推薦会議で、委員
構成を検討し、推薦団体や公募委員等の選考
を行い、区自治協議会で議決のうえ、市長へ
推薦する。

①　3人以上7人以内の委員で構成する推薦
　会が推薦案を作成
②　区協議会が推薦案を承認
③　区協議会が市長へ推薦

任期 2年 2年

■　任意設置のもの

札 幌 市 さいたま市 千 葉 市 川 崎 市 横 浜 市札 幌 市 さいたま市 千 葉 市 川 崎 市

区民会議設置区数 10区　/　全10区 10区　/　全10区 6区　/　全6区 7区　/　全7区 5区　/　全18区 1区　/　全18区

名称 ○区区民協議会等、区毎に異なる。 区民会議 区民対話会 区民会議
区民会議、区民協議会など

(区により異なる)
泉区地域協議会

設置根拠
区民協議会設置・運営要綱など

（区により異なる）

区民会議及び市民活動ネットワークに関す
る基本方針（全市統一）
区民会議設置要綱　（区により異なる）

○区区民対話会実施要綱　（区により異なる）
自治基本条例、区民会議条例、区民会議
条例施行規則、各区区民会議要綱
※要綱は区により異なる。

設置要綱、要領など (区により異なる) 泉区地域協議会運営要綱

位置づけ（諮問の有無） 連絡調整・情報共有機関等　（諮問なし） 協議会　（諮問なし） 対話会　（諮問なし） 附属機関（諮問なし） 区により若干異なる　（諮問なし） 懇談会（諮問なし）

会議の形態 行政主導型・区民自発型　（区により異なる）
行政主導型

※区民自発型となる場合もあり得る
行政主導型 行政主導型 区民自発型 行政主導型

設置年月日 区により異なる 平成15年5月1日 平成22年4月 平成18年4月もしくは7月（区により異なる） 区により異なる　(一番早いところで昭和49年) 平成21年4月1日

議会議員の就任 区により異なる 不可 不可 不可（参与として参加） 可 不可　（顧問として参加）

・可の場合、実際の就任の有無 なし ― ― ― あり ―

・就任有の場合の肩書 ― ― ― ― 顧問 ―

委員数 20人　～　120人程度　（区により異なる） 20人程度 10～50人程度　（区及び回により異なる） 20人以内 15人　～　90人程度　（区により異なる） 24人以内

横 浜 市

委員数 20人　～　120人程度　（区により異なる） 20人程度 10～50人程度　（区及び回により異なる） 20人以内 15人　～　90人程度　（区により異なる） 24人以内

委員構成
　　連合町内会、連絡協議会、校長会、
　　ＮＰＯ団体、地域団体等

　各種団体又は市民活動団体推薦委員、
　公募委員、区長推薦委員、学識経験者等

　　町内自治会関係者、消防団員、自主防災
　　組織、大学教授・学生、ＰＴＡ会長等

団体推薦（区民会議施行規則に定める分野で
活動している団体）、区長推薦、公募

自治会・町内会、各団体(市民組織、地域活動
団体)、公募

区内12地区で活動している地区経営委員会

委員の選任方法
学校、町内会、企業等、地域関係団体から
幅広く選任するなど、地域の状況により区
毎に異なる。

居住地域や男女のバランスに配慮するととも
に、各種団体、企業、学識経験者、外国人、公
募など、区の特徴・特性を生かした幅広い人
材の選出に努める。委員は区長が委嘱する。

区長による指名、団体からの推薦、公募等
（　区及び回により異なる　）

市長が委嘱
　　自治会・町内会推薦、
　　各団体(市民組織・地域活動団体)推薦、
　　公募

地区経営委員会からの推薦

任期
委員として任命していない区は任期無（要
綱により委員・役員の任期を定めている区
も有）

2年 なし 2年 2年 規程なし
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指定都市における区民会議等の設置状況

■　任意設置のもの

相模原市 京都市 大　阪　市 堺　　市

区民会議設置区数 3区　/　全3区 11区　/　全11区 24区　/　全24区 7区　/　全7区

名称 ○区区民会議 千種区区民会議 名東区区民ミーティング
区民まちづくり会議

（総称。区により名称が異なる）
区政会議 区民評議会

設置根拠
附属機関の設置に関する条例

（全市統一）
千種区区民会議規定　（区により異なる） 定めていない 各区で定める設置要綱

　区政会議の運営の基本となる事項に関する
条例　（全市統一）
　区政会議の委員の定数の基準及び会議録
等の公表等に関する規則　（全市統一）

堺市区民評議会条例

位置づけ（諮問の有無） 附属機関　（諮問あり） 懇談会等　（諮問なし） 行政運営上の会合　（諮問なし） 附属機関（諮問あり）

会議の形態 行政主導型 行政主導型 行政主導型 行政主導型

設置年月日 平成22年4月1日 平成21年9月25日 平成22年12月 区により異なる
　　＜旧根拠規則の施行（改正）＞
平成23年7月22日

平成27年4月1日

議会議員の就任 不可 不可　（ただし、来賓として会議に参加） 定めていない 可

名古屋市

2区　/　全16区

連絡調整機関　（諮問なし）

行政主導型

　市会議員については、条例第8条第1項にお
いて、「選出された選挙区の区の区政会議に
出席し、区政会議における議論に資するため
に必要な助言をすることができる。」と規定して

議会議員の就任については、条例上何ら規制
しているものではないが、議会議員には市議
会という場でご審議いただきたいと考えている・可の場合、実際の就任の有無 ― ― ― なし

・就任有の場合の肩書 ― ― ― ―

委員数 25人以内
人数については制限なし

団体代表35名、一般公募20名程度
50人程度 区により異なる 15人以内

委員構成
市内22の地区に設置されたまちづくり会議（任
意団体）の代表者、公益的団体の代表者、学
識経験者、公募市民等

各種団体の代表者等、
公募による一般参加者

　学区推薦参加者（地域でまちづくり活動をさ
れている方）、公募参加者、大学生、区内関係
機関職員など

　区によって異なるが、自治会組織、各種団
体、学識経験者、企業関係者、大学生、ＮＰＯ
法人、市民公募委員など、様々な分野から幅
広く区民に参画いただいているケースが多
い。

・区域内において公益的な活動に従事する者
・学識経験者
・公募に応じた者　など

委員の選任方法

　関係団体については、市長名で推薦を依頼
している。公募市民については、公募委員選
考委員会により選考する。いずれも市長が委
嘱する。

区長から依頼する 　区長の選任に基づき市長が委嘱

に必要な助言をすることができる。」と規定して
おり、その他の議員については、同条第2項で
「区長は、必要があると認めるときは、関係者
の区政会議への出席を求め、その意見を聴く
ことができる。」と規定している。

会という場でご審議いただきたいと考えている
ので、委員として就任していただくことは想定
していない。

（委員数）
　区政会議の委員の定数に係る基準につい
て、規則第3条第1項において、「10人以上50
人以下の範囲内で区長が定める」と規定して
いる。（定数は区により異なる）なお、同条第2
項で、「公募等（公募その他の広く区民等のう
ちから委員を選定する方法をいう。以下同
じ。）による委員（当該委員が任期満了後に引
き続き選定された場合を含む。）の定数は、委
員の定数の10分の１未満であってはならな
い。」と規定している。
（委員構成・委員の選任方法）
　区政会議の委員については、条例第4条第1
項において、「（１）区民等　（２）学識経験を有
する者その他区長が適当と認める者」のうち
から区長が選定した者に委託すると規定して
いる。なお、同条第3項で、「区長は、委員の選
定に当たっては、公募を活用するなどその構

委員として任命しているわけではない

嘱する。

任期 2年（補欠委員の任期は、前任者の残任期間） 2年 2年 　２年

■　任意設置のもの

神　戸　市 広　島　市 熊　本　市

区民会議設置区数 9区　/　全9区 1区　/　全8区 5区　/　全5区

名称 区民まちづくり会議 佐伯区まちづくり百人委員会 ○区まちづくり懇話会

設置根拠
区民まちづくり会議設置要綱　（全市統一）
運営については、各区で運営要領を策定

定めていない
熊本市○区まちづくり懇話会設置要綱

（区により異なる）

位置づけ（諮問の有無） まちづくりを地域から先導する場　（諮問なし） 連絡調整機関　（諮問なし） 懇談会　（諮問なし）

会議の形態 区民自発型 委員会主導型 行政主導型

設置していない

定に当たっては、公募を活用するなどその構
成が区民等の多様な意見が適切に反映され
るものとなるよう配慮しなければならない。」と
規定している。

委員として任命しているわけではない

仙台市　・　静岡市　・　岡山市　・　北九州市　・　福岡市

設置年月日 平成6年10月1日 平成24年4月18日 平成25年4月1日

議会議員の就任 定めていない 定めていない 不可

・可の場合、実際の就任の有無 なし ― ―

・就任有の場合の肩書 ― ― ―

委員数 原則、50人以内（区により異なる） 45人（平成27年6月1日現在） 20人以内

委員構成
　自治会・婦人会・子ども会・老人クラブ・ふれ
あいのまちづくり協議会などの地縁系団体、ボ
ランティア・ＮＰＯ法人、大学関係者等

各種団体の代表者等、公募による一般参加者
　校区連絡会議からの推薦者、公募、区長が
必要と認める者

委員の選任方法 区長の推薦に基づき市長が委嘱 委員として任命しているわけではない 区長が選任

任期 2年 委員として任命しているわけではない 2年
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論点整理における参考資料について

～区の規模による経費の試算～

１ 区の規模とは

区の規模には，人口，面積，施設等の要素があるが，最も基本的な要素で

ある人口規模により経費にどのような影響があるか，地方交付税制度を利用

して検討した。 

２ 地方交付税制度からの試算 

 (1) 試算の考え方 

地方交付税制度は，地方自治体間の財源の均衡化及び財源保障を行う国

の財政調整制度であるが，各団体の現実の財政需要に合わせるため，精緻

な積算が行われている。 

この積算は消防費等の各経費ごとに行われるが，一部の経費において，団

体の人口規模が大きくなるほど経費が割安になるスケールメリットを考慮

した補正（段階補正）が行われている。 

地方交付税は「市町村」の経費を算出するものであり，「区」の経費と完

全には一致しないが，段階補正を利用することにより区の人口規模に応じて

経費がどのように変化するかを見ることが可能と考えられる。 

   そこで，地方交付税制度で標準的な団体とする人口規模 10 万人の団体を

基準に，段階補正を行っている経費が，単純に人口に比例せず，どの程度

増減するかを見るため，人口規模 5万人，10 万人，20 万人，40 万人の４段

階の試算を行った。 

【参考 地方交付税の算定方式】 

○ 地方交付税では，標準的な財政需要額（基準財政需要額）と標準的な一般財政収

入額（基準財政収入額）との差が普通交付税として交付されている。 

    基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 普通交付税額

○ 基準財政需要額は，消防費，社会福祉費等の経費ごとに，人口等の測定単位の数

値に一測定単位当たりの単価（単位費用）を乗じて算定する。単位費用には給与費

とそれ以外の経費（事業費等）が含まれる。 

単位費用は，特異性のない標準的な団体や施設を想定して作られたもの（市町村

の場合，人口 100,000 人，面積 160  ，世帯数 41,000 世帯 等）であるので，現実

の財政需要に合わせるため，自然的，社会的，制度的な条件を考慮して補正（補正

係数）を行っている。段階補正もこの補正係数の一つである。 

    基準財政需要額 ＝ 測定単位の数値 × 補正係数 × 単位費用

平成２８年２月１５日

第４回新潟市区のあり方検討委員会 資料１

新潟市大都市制度・区政創造推進課
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(2) 試算の結果

 ①「給与費＋事業費等」の試算 

人口規模ごとに段階補正を行っている経費について試算し，それを合計

した金額は下表の「試算額」のとおりである。 

                                （千円） 

人 口 規 模 50,000 人 100,000 人 200,000 人 400,000 人 

試  算  額 4,463,716 8,418,502 15,502,149 29,156,654

②「給与費」のみの試算

事業費等の変更は住民サービスに直結するものがある。そこで，内部努

力で変更可能な職員数の増減による影響をみるため，給与費だけを取り出

した試算も行った。

                              （千円） 

人 口 規 模 50,000 人 100,000 人 200,000 人 400,000 人 

試  算  額 973,478 1,647,224 2,983,645 5,434,722

(3) まとめ 

上記試算結果をもとに，人口 80 万人の市で，区の人口規模により経費が

どのようになるかをまとめると次のとおりである。 

区の人口規模 

給与費＋事業費等 給与費のみ 

試算額 (a)との差 試算額 (a)との差 

5 万×16 区 714 億円 41 億円 156 億円 24 億円

10万×8区(a) 673 億円 ― 132 億円 ―

20 万×4区 620 億円 △53 億円 119 億円 △13 億円

40 万×2区 583 億円 △90 億円 109 億円 △23 億円

【留意点】

 上記の試算額は，地方交付税制度を利用して，人口規模による段階補正を行って

いる経費について，標準的な「市町村」の経費を算出したものであり，本市の現状を

踏まえたものではない。また，「市町村」の経費には，「区」に関係しない経費も一部

含まれており，上記試算額はあくまで参考に留まるものである。

- 92 -



論点に関する
委員意見について

平成２８年３月３０日
第５回新潟市区のあり方検討委員会 資料２

新潟市大都市制度・区政創造推進課

委員意見について

目 次

１ 論点１ 「総合区制度への対応」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
１ 総合区制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
２ 全体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３ 個別具体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

２ 論点２ 「区の権限強化」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０
１ 区の権限強化の捉え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１
２ 全体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
３ 個別具体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３ 個別具体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２

３ 論点３ 「ガバナンスのあり方」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７
１ 区にかかる議会審議の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８
２ 全体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８
３ 個別具体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９
４ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

４ 論点４ 「区の規模や数」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１
１ 現行の区割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２
２ 全体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３
３ 個別具体的な意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３

1
- 93 -



論点１「総合区制度への対応」論点１ 総合区制度への対応」

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 「総合区制度への対応」にかかる委員意見

１ 総合区制度の概要

２ 全体的な意見

３ 個別具体的な意見
① 総合区制度導入の意義① 総合区制度導入の意義
② 導入する区（一部ｏｒ全部，規模）
③ 総合区のコスト（行政経費）
④ 総合区の事務及び区長の権限
⑤ 総合区長と一般区長の身分の違いによる影響
⑥ 区長の任期
⑦ 公募区長制との関係
⑧ 区間の差
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１）

委員意見

１ 総合区制度の概要
【総合区制度創設の趣旨】

● 指定都市の行政区の権限を強化する中で，そのトップの方に市長と一体となって，政治的な責任を
負うような形を取るべきだという考え方が採用された。（伊藤委員）
● 任期が市長と同じ４年であって，議会の過半数の同意を得るという形で，副市長など他の特別職と同
じような位置付けにすることによって，従来の行政区の区長よりも一段高い政治的な地位を与えるという
趣旨の改革になっている。（伊藤委員）
● 当時 大阪市を廃止して５つの特別区を置くという いわゆる大阪都構想においては それぞれの特● 当時，大阪市を廃止して５つの特別区を置くという，いわゆる大阪都構想においては，それぞれの特
別区の区長を東京と同じく選挙で選ぶ仕組を採用することを想定しており，それに対して，それとは違う
あり方で各区の権限を強化する考えもあるのではないかということで，この総合区という制度が提案され
ているということもある。（伊藤委員）
● 今回の総合区の区長は，例えば適任者を公募した上で，議会の同意にかけて市長が任命すること
によって，議会あるいは住民の方々にとって，透明性の高い選任の手続きを取ることができる。（伊藤委
員）
● 市長と政治的に一体となってリーダーシップを発揮するということと，選任の手続きについて透明性と
住民からの一定の代表制を確保する，そういう趣旨で設けられたと考えられる。（伊藤委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（２）

委員意見

１ 総合区制度の概要
【総合区制度の捉え方】

● 国会において，当時の政治的な打算で成立した背景を意識する必要がある。（大橋委員）
● 今の政令指定都市では，行政が行き届かないということが根っこにあって，大阪都構想なり総合区
制度がでてきたので，行政が行き届くというのはどういう括りなのかが今回の論点となるべきである。（大
橋委員）
● 総合区の一番のメリットは，区長の選任で，特別職で任期が４年という，ここが非常に大きなポイント
ではないか。（青木委員）ではないか。（青木委員）
● 総合区は，今の行政区８区をすべて総合区に変えてもいいし，そのうちの一部の区を総合区に変え
てもよいので，もし区域の再編を行わないのであれば，今の区が，一部，総合区になるとか，あるいはす
べての区が総合区になるという形になる。（伊藤委員）
● 総合区のサービスの中身は，例えば今の行政区と同じものでもいいし，より総合区に特定の権限を
市役所から与えてもよい。（伊藤委員）
● 東京都の特別区とは違うわけだから，区長がいて，また区議会があってというわけにはいかない。当
然，新潟市議会の中で，そしてまた市長がイニシアチブを取った中で，総合区長が各区の行政を司る格
好になる。総合区長が市民の要望に，付託に応えないということであれば，当然，特別職であるので，議
会に話をして罷免できる制度もある。（下坂委員）
● 総合区は，例えば，特定の課題がある区があって，この人に任せてやらせたいというときに使える仕
組みではないか。市長が信頼している人に任せて，特定の課題に対応して必要な人材を総合区長主導
で集め，総合区役所が一体的に対応する。区を単位とする特定のプロジェクトのようなものがあると使え
るのではないか。（伊藤委員）
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（３）

委員意見

２ 全体的な意見
【制度設計の重要性】

● どのような制度をもつかによって，結果的には区がやるのか総合区がやるのか違いが出てくる。選択
の問題であり，いきなり総合区になればこういうふうにはならないということ。（足立委員）
● 総合区について，最終的には制度設計になるのではないか。総合区長が出てきた場合，今までと違
う何かを求めることができるのかどうか。ここは本庁，ここは総合区，ここは一般の区というすみ分けがうま
くできるのであれば，いろいろなケースが各区ごとに出てきてもいいのではないか。（下坂委員）
● 制度設計をきちんとやって こういう総合区をつくるべきということをうまく市民の中で合意形成ができ● 制度設計をきちんとやって，こういう総合区をつくるべきということをうまく市民の中で合意形成ができ
れば，大いに検討する必要があるのではないか。（下坂委員）

【能力とシステムの重要性】

● 地域政策の形成に対して，区長あるいは総合区長がどこまで指導性を発揮し，地域の中でまとめあ
げることができるか。その能力とシステムを重要視すると理解している。（小田委員）

【特別職の区長】

● 区には様々な課題や解決しなければならないこと，乗り越えなければならないことがある。政治的な
判断，区長を政治家として区民が見て，そして一体となって地域をつくるという意識付けが向上するので
はないか。（竹内委員）
● 総合区制度にした場合の，メリットというのは，区民のニーズを吸収して，それを市長に強く働きかけ
ることができるのはやはり特別職であること。この部分のメリットはあるかもしれない。（碓井座長）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（４）

委員意見

２ 全体的な意見
【広域的にまちづくりを進める視点の必要性】

● ８つの区がそれぞれやっていく方が新潟市全体としていい形になっていくということもあるかもしれな
いが，あるいはもう少し広域的にまちづくりを進めていくことによって，より力のある新潟市に統合されて
いく，といった視点も総合区を考えるときに必要ではないか。（青木委員）

【それぞれの区にとって一番いい方向の議論が重要】

● 旧新潟市と合併市町村ではそれぞれ状況に違いがあることから ８区一律に当てはめるのではなく

4

● 旧新潟市と合併市町村ではそれぞれ状況に違いがあることから，８区一律に当てはめるのではなく，
それぞれの区にとって一番いい方向を議論し，総合区への論点を明らかにしていくことが重要と考える。
（青木委員）
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（５）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①総合区制度導入の意義
【現状の課題の明確化】

● 何が今問題で，何を解決するために総合区にしなければいけないのかが明確になってこないと，な
かなか具体的に検討できないのではないか。（新藤委員）

【課題解決ツールとしての適切性】

● 今現在 新潟市で住民が不満に思っていること それを解決するために総合区がいいのか それと● 今現在，新潟市で住民が不満に思っていること，それを解決するために総合区がいいのか，それと
も具体的に短い期間で実現できるものがあればそれはそれでいい。（新藤委員）

【市全体の施策を踏まえた区政運営】

● 新潟市の基本的な施策というのは絶対譲れないものがある。その中に，総合区であろうが一般の区
であろうが，はみ出たようなことはできないはず。（真嶋委員）
● 特色を出すといっても，例えば，子育て支援とか学校の問題，そういったものはなかなか総合区であ
ろうが一般の区であろうが，ちょっと及ばない範囲になってしまうのではないか。（真嶋委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（６）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①総合区制度導入の意義
【市民に密着した市政につながるか】

● 今まで各区がやっていたものが総合区に移ることになれば，これは区には違いないけれども，市長
部局でやっていることと基本的には同じなので，単純には総合区制度を導入したからといって，より密着
した政治ができるというふうにはならないのではないか。（足立委員）
● 総合区制度によってより市民に密着した政治，市政ができるということが前提になっていると，私は必
ずしもそうはならないのではないかという意見をもっている。（足立委員）ずしもそうはならないのではないかという意見をもっている。（足立委員）
● 事務の比較にしても権限の比較にしても，それほど変わらないなと。どちらをとっても，必要であれば
規則の改定等をすれば同じようにできる範囲内なのかなという印象を受けていて，あえて今の制度を変
える実益がないのではないかという印象である。（足立委員）
● 区その他の概念をいじらなくても，行政のシステムをより市民側で手を加えることによって総合区の
理念が発揮できるのではないかという点もある。したがって，総合区を設けることによって，市民への福
祉・サービスが格段に向上することは，現仕組上はあり得ないのではないか。（小田委員）
● 特別区として認められるとか，あるいは市として独立するとか，そうする場合ではないので，この法律
の範囲内でできる限り自治を獲得していく，あるいは，参加をしていくというところが限度であることをわき
まえながら進まざるを得ない。（足立委員）
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（７）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①総合区制度導入の意義
【人口の少ない区が多数であり不要】

● 総合区の設置には特に要件はないが，新潟市は他の政令市に比べて人口が少ない区が多く，その
設置の必要性をあまり感じない。（如澤委員）

【地方制度調査会の議論を反映し導入】

● 総合区制度は 特別職で採用したいという考え方で 導入すべきではないか せっかく地方制度調● 総合区制度は，特別職で採用したいという考え方で，導入すべきではないか。せっかく地方制度調
査会の中で，総合区制度というものが出てきたので，ありがたいと思っている。私は江南区だが，ぜひ総
合区制度を採用していただきたい。（竹内委員）

②導入する区（一部 ｏｒ 全部，規模）
【導入区域の考え方の整理】

● 総合区について全市でやった方がいいのか，あるいは一部だけ総合区にして，残りが今までと同じ
区でいいのか。その辺の論点についてもう少しわかりやすく意見を共有したい。（下坂委員）
● 全部を総合区にする，あるいは一部を総合区にするといった場合の，立て分けるところの定義付け
について意見交換したい。（青木委員）
● 総合区と一般区が両立する場合，住民は区による格差を生ずる。よって全市民を平等とする観点か
ら全市を総合区とすることが望ましい。（大橋委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（８）

委員意見

３ 個別具体的な意見
②導入する区（一部 ｏｒ 全部，規模）
【公募区への導入】

● 現状と総合区を比較した場合，区長が執行する事務は殆ど変わらないが，他の権限，身分，選任等
に違いがあり，新潟市のように公募区長制度を取り入れている行政区は人口減による弊害を克服して議
会の同意のもと総合区へ移行することがよい。（渡邊（忠）委員）

【総合区の採用と区の再編】【総合区の採用と区の再編】

● 総合区制度を採用した場合，全区域についてそれを適用するのか，それとも一部にするのかという
問題と，その際に，現在の区の統合を全部にするか一部にするか，この辺が微妙なところ。（碓井座長）

【区を再編し総合区を導入】

● 現在の８つの区から３ないし４つの区に再編し，区の権限をより強化するために総合区制度を導入す
ることも同時に検討すべき。（大橋委員）

【総合区の人口規模】

● 区の新たな事業費を捻出するために，総合区制度は人口規模20万人以上とする。（大橋委員）
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（９）

委員意見

３ 個別具体的な意見
③総合区のコスト（行政経費）
【行政コストへの影響】

● 特別職の区長をおけば，当然に税金をたくさん使うことになってしまうのか。副市長並みの報酬を出
すとすればそうなるのか，共通認識を持っておかねばならない。（碓井座長）
● 総合区になったらコストが上がるのか下がるのか，という視点も整理していく必要があるのではないか。
（青木委員）

【行政コストが増大】

● 総合区に移行した場合，行政コストが増大。（奥寺委員）
● 市全体のビジョンの中で，各区の特性を活かした区政というものをきちんと確立して，すべてそれぞ
れの区が責任をもって果たすとなれば，１つの区にあらゆる業務の人たちがそこに詰めなければならなく
なるので，当然コストは上がっていく。（奥寺委員）
● 市が持っているビジョンとの整合性，きちんと区分けができてやるのであれば，コストの問題は決して
増加するわけではないと思っている。あくまで現状で，全部の区が総合区になったときのことを心配して
いる。（奥寺委員）
● 行政コストの増大について，総合区長が特別職になることに伴い給与水準が上昇する可能性は考
えられるが，コストは増大しないように設計することは可能と思われる。（伊藤委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１０）

委員意見

３ 個別具体的な意見
③総合区のコスト（行政経費）
【市政と区政の調整】

● 市政全体としての進むべき方向と，その中において各行政区がどう個性を発揮していくか，その調
整の仕方次第ではコストが増大するかもしれないし，まずまずのコストで済むかもしれない。（碓井座長）
● 総合区の政策立案に掛かる人員は，合区により生まれる人員を充て，市全体の人件費は大幅に削
減するべき。（大橋委員）
● 本庁の業務調整部門を削減できるため 総合区への人材に充てられる。（大橋委員）● 本庁の業務調整部門を削減できるため，総合区への人材に充てられる。（大橋委員）

【総合区長の報酬】

● 若い人を任命して高い特別職の報酬を出せば，高くつくかもしれないし，相当上り詰めた人を役所
の中から特別職の総合区長にすれば，極端に負担にはならないのではないか。（碓井座長）
● 特別職の報酬単価という話が出たが，特段に２倍も３倍にもなることはなく，しかもたった１人であるわ
けで，そこのところを加味する必要はないのではないか。（青木委員）
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１１）

委員意見

３ 個別具体的な意見
④総合区の事務及び区長の権限
【市長・副市長との関係】
● 総合区長と副市長との事務の権限，あるいは執行の機能の兼ね合いについて，どのように整理して
いくのか共有したい。（下坂委員）
● 全区に渡って導入するとなると，区の人事を含めて任せてしまうということになる。市長（本庁）は，全
市的な戦略的な部分に集約し，日常的な各区単位でやることは総合区に任せてしまう，という制度設計
もありうるとは思う。（伊藤委員）もありうるとは思う。（伊藤委員）
● 総合区長と市長の一心同体性を確保する視点が必要。（碓井座長）

⑤総合区長と一般区長の身分の違いによる影響
【特別職の区長】

● 区長といっても，一般公務員を離れて政治的な判断で物を考える立場には成り得ないのではないか。
（竹内委員）
● 極めて政治的な判断については選挙を経た市長に委ねざるを得ないわけであるから，当然，区長よ
り総合区長が地域政策を，より市民のサービスに向けるべく決定をし得る。（小田委員）
● 特別職の総合区長と一般職の区長との関係の整理が必要。また，総合区長は人事権などをもって
いるので，市の幹部職員の中の総合区長の位置づけの整理も必要となる。（伊藤委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１２）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑥区長の任期
【総合区長の任期】

● 自治を重んずるという観点からは４年と固定してしまうことがいいのか。本当は少し弾力的な法の仕
組みの方がよかったのか。民間から公募した人の場合，３年なら引き受けられるが４年ならだめだという
人がひょっとしているかもしれない。（碓井座長）
● 総合区制度の区長の任期４年が長いか短いかだが，問題を抱えている住民にとっては４年も待てな
い。（新藤委員）い。（新藤委員）
● 特別職として権限を付与して，市長と別の任期になる場合どうなるのか。（足立委員）
● ４年という任期は，区民との協働という意味においても，必要な任期，大事な任期だと認識している。
（青木委員）

【現行の区長の任期】

● 区長の平均任期がほぼ２年というその年数はどうなのか。区民と馴染むだけでも大変な時間を要す
る中で，やっと区長と距離なく意見の交換ができるようになったと思ったら交代という状況は，区民にとっ
ては決してプラスになっていかないと，スタート時点から感じていた。（青木委員）
● 大きな区役所というと，住民のことをよく知りながら，区にふさわしい施策を進めてほしいというのが願
い。そういう願いがありながらも，区長は大体２年で次から次へと変わっていき，やはり２年くらいだと地域
のことを知るくらいなので，いざ本気を出してやるのはやはり３年，４年ではないか。（如澤委員）
● 力を発揮できる任期が必要という部分で，総合区移行が唯一の解決策ではなくて，現行の行政区制度の
中でも何らかの方法によって例えば４年にするようなことも不可能ではないと考えられる。（碓井座長） 8
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論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１３）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑦公募区長制との関係
【公募区長制との関係】

● 総合区を導入するにしても，公募区長について，その前の段階で考えていただきたい。（渡邊（忠）
委員）
● 大きな区役所の一環として公募制を取ったのではないかと思っている。それはやはり大事なことで，
すぐ総合区という形を取る前に，もっとその辺を真剣に考えていくべき。（如澤委員）
● 実態として総合区になってもあまり変わらない。その前に公募区長のことをよく検証するのが先なの● 実態として総合区になってもあまり変わらない。その前に公募区長のことをよく検証するのが先なの
ではないか。（真嶋委員）

【総合区制度における区長の公募】

● 総合区制度に仮に移行したときに，その中で公募制を活用することについては，特に障害はなさそ
うである。（碓井座長）
● 市職員と民間人が競いあってより良い区民サービスに持っていくためにも総合区であっても公募区
長と市長との連携を深め公募区長制度の継承も考えていただきたい。（渡邊（忠）委員）
● 公募区長制を継続していくかどうか。市長との一体性を確保する観点からすれば，公募という選任方
法で一体性が確保できるか。公募制と総合区制度は，両立しがたいのではないか。（伊藤委員）

論点１ 「総合区制度への対応」

■ 論点１に関する委員意見（１４）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑧区間の差
【区間の差】

● 総合区に移行した場合，区により活発化度合に違いが出てきて，住民の移動（区→他区）が起こる。
（奥寺委員）
● 総合区になっても区間の活発化度合いに違いが出るかというと必ずしもそうではないのではないか。
将来的には，総合区で独自のまちづくりができるようになると，あり得ることかもしれないが，実は住民に
とっては大きな差はあまりないかもしれない。（伊藤委員）とっては大きな差はあまりないかもしれない。（伊藤委員）

9
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論点２「区の権限強化」論点２ 区の権限強化」

■ 「区の権限強化」にかかる委員意見

１ 区の権限強化の捉え方

２ 全体的な意見

個別具体的な意見

論点２ 「区の権限強化」

３ 個別具体的な意見
① 区と本庁の役割分担
② 職員配置・人材育成
③ 区におけるサービス提供体制
④ 区長の権限・役割
⑤ 区長の意思決定への区民の関与

10
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（１）

委員意見

１ 区の権限強化の捉え方
【区の権限強化の考え方】

● 一般的にはやはり住民に身近なところで事務が完結するようサービスが提供されることが基本的な
考え方なので，区の権限強化というのは全体としては当然考えなければならない。（伊藤委員）
● 本庁と区の権限関係，役割分担をどういうふうに考えるかということは，究極的には住民の方に対し
てどのようなサービスの提供体制が取られているかということに関わる話。（伊藤委員）
● 権限，権限というと，本来の各区における自由な自治，住民が独自のプランで，独自の力で，その地
域の区政に関与している あるいは方策を策定してくる その動きが薄らぐような気がしている 権限とい域の区政に関与している，あるいは方策を策定してくる，その動きが薄らぐような気がしている。権限とい
うことが，しっくりこないのが正直なところ。その辺の概念の整理をお願いしたい。（小田委員）
● （区の権限を整理すると）区民からみてどういうサービスが受けられるか。現場レベルでサービスをど
れだけ受けられるかということについては，区民の利便性，あるいはこれからの情報化の関係でどこまで
区にサービスの提供主体として，活躍してもらうかということがまずひとつある。（伊藤委員）
● もうひとつは，区長の権限という形で，区役所限りで判断できる，行政内部で，もちろん住民とも関わ
る部分はあるが，その内部で判断できることをどれくらい認めるか。例えば，予算についても，独自予算と
いうものを区役所レベルで考えて，その中の配分については区長の権限で行うことを認めるかどうかとい
う話がある。（伊藤委員）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（２）

委員意見

１ 区の権限強化の捉え方
【区の権限強化の考え方】

● その際さらに，新潟市は自治協議会という形で，一定程度，区政に意見を述べたり要望を出したりす
る，あるいは議論をする場がある。区長の権限が強化されて，仮に区の単位で意思決定できる事柄が増
えていくときに，住民の代表がどのようにその意思決定に関わるかという論点もある。（伊藤委員）
● ３つに整理できて，住民からみたサービスの提供主体としてどれくらいのことを区にやってもらうか。
例えば，他の局（部）の出先がやるところもあるので，それを区にどう集約するかという議論もあり，それは
権限にも関わる また 区長がどれくらいの権限をもって その意思決定ができるかという話 そして そ権限にも関わる。また，区長がどれくらいの権限をもって，その意思決定ができるかという話。そして，そ
の意思決定に，予算等を含めて住民の代表がどれくらい関われるかということがあり，これらが区の権限
強化で言われていることだと考えられる。（伊藤委員）

【区の権限と業務の関係】

● 区の権限強化における，会議の設置やいろいろな手当て，あるいは，業務の移管などは，従前の市
の権限の中での業務内容の拡充というイメージ。（足立委員）
● 区で業務を実施することと，区における意思決定の権限があるかないかは別問題。集中方式に移行
した課税関係の仕事は，地方税法の条例に基づいて課税しており，区による自主的な決定はあり得ない。
住民の身近なところで業務が行われていることにウエイトが置かれている。区の権限強化ということの看
板を掲げて論ずるときには注意しなくてはならない。（碓井座長）

11
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（３）

委員意見

２ 全体的な意見
【大きな区役所としての役割】

● 「大きな区役所」を目指して，区役所と本庁との事務分担をさらに整理していく必要がある。（如澤委員）

● 市全体の戦略機能や企画立案機能を全市的な観点から市役所が持ち，住民に身近なサービスは
出来るだけ区役所で対応するというのは基本的な路線としてあり得るが，今後の新潟市を取り巻く少子
化、人口減少，高齢化が進む中で，区の単位で何らかの意思決定なり，完結的に事務を提供するような
体制が必要かどうか。（伊藤委員）

【区 権限強化 考え方】【区の権限強化の考え方】

● それぞれ判断でき，例えばサービスの窓口としては非常に大きく，一体的に設計するけれども，実際
の事業等については，例えば，ものによっては本庁で判断した方がよいものもあるかもしれない。あるい
は現場レベルでもっとした方がよいかもしれない。そして現場レベルで拡大したときに，どこまで区民の
代表が関われるか，あるいは関わるべきか。（伊藤委員）
● サービスの供給において本庁と区の間で役割分担がどうなっているかという点と，区長が自らの判断
でいろいろなことができるという点は，関連はしているが，別の問題であり得る。例えば，区の枠予算につ
いて区長がどの程度決定できる仕組みをつくるかという問題は、本庁と区の間の役割分担とは別個の論
点になり得る。（伊藤委員）

【全市的な方向性との整合】

● 区独自の予算で新潟市全体としての統一性，市のアイデンティティみたいなものが保たれない予算
執行がなされる危険性がかなりあるのではないかと思っているので，新潟市としてどうあるべきか，という
ところをもう少ししっかりやっていかなければならない。（渡邉（信）委員）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（４）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①区と本庁の役割分担
【大きな区役所としての役割】

● 大きな区役所の仕事というのは，その区に住む，確実に高齢化していくとされる人たちの日常生活
の中にどれくらい区として，役所として仕事ができるか。（奥寺委員）
● 区によっては，これから大きく人口が減っていき，権限だけを大きくしても，きめ細かな施策がなけれ
ば区民の幸せにはつながらず，市全体の活性化，幸せには結びつかない。どのように財源を配分する
かも含め 検討が必要。（奥寺委員）

12

かも含め，検討が必要。（奥寺委員）
● 区の権限全てを強化するのではなく，地域特性に関する分野を権限強化するべき。（大橋委員）
● 全市一律に行われる事務であっても、区の組織に委ねるべき事務もある。例えば、対人サービス，具
体的には人を使って行うような業務や，窓口で一対一で対応しなければならない業務については，基準
自体は市全体で決めるとしても，その執行体制自体は分散的にならざるを得ない。（伊藤委員）

【事務の本庁集約の必要性】

● 全体の職員数が削減されていく中で，専門性を持った職員を効率的に配置する観点からはむしろ
本庁に集約した方がいい事務などもある。（伊藤委員）
● 従来も大きな区役所の捉え方の中で，市民生活に密着した業務は本庁から区役所に移管を図りな
がら，一方で，区役所業務を行った結果，市全体で取り組んだ方が効率的によい。また，職員の専門性
が必要な業務の市税，下水道等々は検討して本庁に集約している基本的な考え方は現状のやり方でよ
い。（渡邊（忠）委員）
● 全区で共有可能な分野は市税事務所の様に本庁に集中させる。（大橋委員）
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（５）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①区と本庁の役割分担
【本庁を政策官庁へ】

● 国も自治体も小さくて効率的に運営されるべき。本庁は業務官庁から政策官庁になり，人員削減を
大胆に行い，区役所をもっと住民に近づける。（大橋委員）

【全市的な方向性との整合】

● 区の特性を活かして あらゆるものの権限を強化していくのは 新潟市全体のビジョンを実現できる● 区の特性を活かして，あらゆるものの権限を強化していくのは，新潟市全体のビジョンを実現できる
かという問題にかかわってくる。（奥寺委員）
● 区にとって一番いいまちづくりをしていくことが，実は新潟市の一番いいまちづくりにつながっていく
という視点をきちっと捉えていく必要がある。（青木委員）
● 市民全体の一番望むものが何かを考えながら，仕事の分担，効率化を図り，区役所は権限ある大き
な区役所として，区に生活する人たちのサービスに徹して，もっと大きな観点で，区の財政的なものの保
持・増加については，市全体で考えるべき。（奥寺委員）
● 大きな区役所と謳っているが，より密着した行政であるためには，市全体のビジョンの中で行政企画
を立てて実行していくことに関しては，インフラ整備も含めてすべて市の方にもっていくようお願いしたい。
（奥寺委員）
● 市全体のビジョンを明確に出しているわけだから，その中で，区の特性の中で，どういうふうに市民に
細かく寄り添った行政が行われるか。（奥寺委員）
● 区の権限だけを強化していくと，区が独自に動きすぎていく。それを規制するというか，新潟市として
統一性を保つための手立てというのはどんなふうになっていくのか。（渡邉（信）委員）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（６）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①区と本庁の役割分担
【区役所と本庁の役割を組み合わせるきめ細かい議論が必要】

● 少子高齢化もすでに厳しい局面であり，人口減少も始まったということで，新しいニーズ，あるいは今
までのサービスをどういうふうに組み合わせて執行していくかという課題が出たときに，区役所が窓口と
なって基本的に様々な地域の方々のニーズを満たしていく部分と，全市で考えていかなければいけない
部分があり，そこの組み合わせは，今までの単純な議論ではなくて，もう少しきめ細かい議論が必要。
（伊藤委員）

13

（伊藤委員）

【区役所と本庁の役割分担における方針】

● こういうことは区がやって，こういうことは市がやるという方針が，ここで明確に出せるとよい。（長谷川
副座長）

【区役所と本庁の役割分担の整理において考慮すべき点】

● 地域性，広域性，専門性，効率性という４つの観点が示されているが，これらは並列ではなく，階層
構造があるのではないかと思っている。（長谷川副座長）
● 地域性に関しては，地域のことを本庁が把握する方がコストがかかり，広域性に関しては，区同士の
交渉コストが非常にかかる。専門性もそれぞれの区のところで専門の職員を持つこと自体，訓練コストが
大変。（長谷川副座長）
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（７）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①区と本庁の役割分担
【区役所と本庁の役割分担の整理において考慮すべき点】

● ベースに効率性があって，そこから下りるような形で地域性，広域性，専門性の面からみてどうかとい
う形になっていると考えられる。（長谷川副座長）
● 市税事務所の一元管理の仕組など，市全体として管理すべきものをまず区分けしてほしい。（渡邉
（信）委員）
● 他の先進事例等があればそれを参考に 事務の共同処理みたいな事務組合的なものをつくってい● 他の先進事例等があればそれを参考に，事務の共同処理みたいな事務組合的なものをつくってい
る市町村もあったと思うので，そういうところをまずやってほしい。（渡邉（信）委員）
● 区長の権限が強い場合に，その区長が複数分野の調整権を発揮できる位置付けとする。もしそうで
ないと，本庁で市長がそういう調整権を発揮することになる。その辺をどう考えていくかもひとつの視点で
はないか。（碓井座長）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（８）

委員意見

３ 個別具体的な意見
②職員配置・人材育成
【区・市間の職員体制等の検討が必要】

● 市職員の人材育成や専門性の確保といった観点から，区・市間での職員人事管理や職員体制のあ
り方をあらためて検討する必要がある。（伊藤委員）
● 職員の数を減らしていく際，人材育成基本方針をつくって，それに基づいて人材育成を行っていく
時に，区の役割をどうするか。（伊藤委員）
● 区が権限を持つと 重い職責を担うことになるので それに耐えうる人材を育成しなければならない

14

● 区が権限を持つと，重い職責を担うことになるので，それに耐えうる人材を育成しなければならない。
そのためには，市役所全体の人材育成の中で，区役所で働くということをどう位置付けるかを考えなけれ
ばならない。（伊藤委員）
● 新潟市は，旧市町村の合併でできていることもあり，人事が区役所で完結する傾向があるとすると，
人材としていろいろな機会を経験できないので，広い視野に立って区が果たすべき役割を認識できない
ことも考えられる。様々な所属を経験させる人事管理の考え方が必要。（伊藤委員）
● 一方で，区の住民にとっては，安定して行政サービスを提供できる体制を構築してもらいたいと思っ
ており，区が一体としてサービスを提供する体制を取るためには，区に密着した視点を持った職員を育
成しなければならない。（伊藤委員）
● 区の権限を強化していろいろな仕事をやるとなった場合には，各区長は今以上に優秀な人材を確
保したいと考えるようになる。総合区の場合は特にそうなるのではないか。それが果たして全体の人事管
理とうまく整合性を持ってできるか。（伊藤委員）
● 全区で共有可能な分野で生まれる人員を地域特性に関する分野に充て，市全体の人件費は大幅
に削減するべき。（大橋委員）
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（９）

委員意見

３ 個別具体的な意見
③区におけるサービス提供体制
【ＩＴ技術等の活用】

● ＩＴ技術など，いろいろな技術が発展していく中で，必ずしも現場で提供しなくても迅速にサービス提
供ができる，窓口サービスなど，どこへ行っても情報が取れるといった仕組が整備されてくるということも
ある。（伊藤委員）

【巡回方式】【巡回方式】

● 例えば，区民生活課の職員が出張所に月に１，２回出向くなど，人を増やすのではなく，効率化を
図って住民サービスをしてもらいたい。これは区の権限を強化してもらいたいということにつながってくる。
（渡邊（忠）委員）
● 科学技術の進展によっていろいろな方法が考えられ，巡回方式など，様々な方策を模索する必要
がある。（碓井座長）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（１０）

委員意見

３ 個別具体的な意見
④区長の権限・役割
【公募区長制の運用状況】

● 区の権限強化においても，公募区長制の運用を見て，公募区長が果たして期待された役割を発揮
したかどうか，現実に動かしてみて何か不具合がなかったかどうか，きちんと検証した上で，今後の区長
の役割をもう一度考え直すという論点はあり得る。（伊藤委員）

【市民の理解】

15

【市民の理解】

● 権限というものが一般市民にとって，どの程度理解されているかということも一つの問題ではないか。
市民からみて，行政はおねだりに行く場所という感覚が非常に強いので，権限をもっているのは誰なの
か，自分の希望を叶えてくれるのは誰なのかという部分が非常に多い。（新藤委員）
● 地域の課題などはどういった形で持ち込めば，正しく処理されるかということの方が関心が高くなって
おり，実際，住民サービスについても市民である以上，平等であるのが基本なので，そういったものにつ
いては現場の皆さんで整理していただく必要があるのではないか。（新藤委員）
● ここでいう権限という意味では，市民の意見がスムーズに行政にあがっていき，それが具体的に課題
として整理されて，市民に見えることが重大ではないか。（新藤委員）
● 権限はどっちにあるこっちにあるではなく，現在でいえばコミュニティ協議会から地域の課題としてあ
がってくるのか，自治協議会の方で，今，社会実験もできるので，そういった形でまとめたものが流れて
いくのか。その流れが最終的にどういった形で処理されるのかが，市民に見えて初めて権限がどうだとい
うことになってくるのではないか。（新藤委員）
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論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（１１）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区長の意思決定への区民の関与
【区自治協議会の現状】

● 自治協議会は，行政の流れの中の一つのガス抜き，経過の段階に終始している嫌いがある。（小田
委員）
● 本来のまちづくりのための，政策の形成過程に自治協議会であり市民がどこまで参画し参加をする
のか。いろいろな制度，条例が変わってきたが，これが根本的に不明確である。（小田委員）
● 自治協議会は政策の形成過程に様々な観点から議論をし 区長及び市長にそのことを提言するこ● 自治協議会は政策の形成過程に様々な観点から議論をし，区長及び市長にそのことを提言するこ
とを第１の仕事とするという考え方で進んできた。（小田委員）
● 自治協議会がどの程度市の自立の問題あるいは市民に密着した形でのことが実現できたかと考え
るならば，とてもじゃないけれども難しいという印象を受けて，なかなかやってもすごく無力感は感じてい
た。（足立委員）
● 区の権限の強化の両輪として，自治協議会が各区にあって，自治協議会で意見が吸い上げられる
仕組みになっている。（渡邉（信）委員）
● 区の権限を強化して住民サービスに対応していくと言っているときに，どういうルートで吸い上げられ
ていって，区の施策に反映されていくのか。（渡邉（信）委員）
● 若者が今一番自由になる時間がなく，自治協議会などの活動に出てこられるチャンスは非常に難し
い。自治協議会の委員は，それぞれ組織の代表といった形で選んでいくと，内容を全部知っている方が
出てこられるので，年齢としては上がってくる。（新藤委員）

論点２ 「区の権限強化」

■ 論点２に関する委員意見（１２）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区長の意思決定への区民の関与
【区自治協議会の現状】

● その一方で，ＰＴＡ連合会の代表などといった形で，現在，子育て現役の皆様も参加はしてくださっ
ているが，確かに人数は少ない。（新藤委員）
● 今，自治協議会でも予算を使って，いろいろな形でチャレンジができるので，そういった中に委員会
形式で，例えば，地域の学校教育コーディネーターたちと一緒にプロジェクトを組んだりしていて，現役
の子育て現場の皆さんと意見交換をする場は ないわけではない ただ多いかといわれると微妙。（新藤

16

の子育て現場の皆さんと意見交換をする場は，ないわけではない。ただ多いかといわれると微妙。（新藤
委員）
● 会議が平日に行われることが多いため，働いている現役世代が委員になることが厳しく，また，夜の
会議は女性委員の出席が悪くなるという状況を踏まえ，会議開催日について行政も含め，区自治協議
会で検証すべき。（渡邊（忠）委員）
● 会議が平日昼に行われるのは行政からの報告事項が多くあるためやむを得ない面もあるが，委員は
各世代，男女に差がなく選出されなければならない。（渡邊（忠）委員）

【区自治協議会の今後に向けた検討の進め方】

● 区の権限強化の論点の中の地域性や効率性の部分で，もう少し深めて議論していくと，この問題解
決の端緒が出るのではないか。（小田委員）
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論点３「ガバナンスのあり方」論点３ ガバナンスのあり方」

■ 「ガバナンスのあり方」にかかる委員意見

１ 区にかかる議会審議の現状

２ 全体的な意見

論点３ 「ガバナンスのあり方」

３ 個別具体的な意見
① 区単位の仕組みの必要性
② 区常任委員会の設置
③ 議会以外での議員の役割

４ その他

17
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論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（１）

委員意見

１ 区にかかる議会審議の現状
【現行の新潟市の常任委員会における区の審査】

● 一つの区の予算であっても，議会で審議するときは分野別に４つの常任委員会にわかれてしまい，
非常にやりにくい。（青木委員）
● 現行の，４つの分野でわかれる区のガバナンスは，完璧なものではない。（青木委員）
● 政令市移行当初，総務委員会で区の予算を全て扱っていたが，他の三委員会の議員が，区の予算
について全くわからなかったため，現在，所管分野で４つに分けて審議している。（下坂委員）
● 決算については特別委員会が設置されるが 県にある連合委員会や国の予算委員会のようなもの● 決算については特別委員会が設置されるが，県にある連合委員会や国の予算委員会のようなもの
が設置されておらず，予算の審議一本化は大きな課題。（下坂委員）

【地方公共団体における予算審査の手法】

● 新潟市の全体予算をどこかの委員会で審議するなら，無駄なものをやめるという意見が出てくるはず
だが，分割付託という場合はなかなかそれが出てこない。（碓井座長）
● 地方公共団体によっては，例えば議員の半数で予算特別委員会を設置するといった方式も結構採
用されている。（碓井座長）

論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（２）

委員意見

２ 全体的な意見
【実態を踏まえた区単位の審議の仕組みの検討】

● 区選出の議員は自分の区の全体の予算を，しっかり見ていく，審議していく，知っていくというのは，
区民に対しての義務であると考えている。（青木委員）
● 議員の数が多い少ない等はやりくりして，それぞれの区に議会の委員会を設置することは，市民と議
会が一体となって区の隆盛というか，活力を一緒に考えるきっかけとなり，非常に大事なことではないか。
（竹内委員）

【区単位での審議の仕組みは必要か】

● 少ない人数で区の予算を審議している常任委員会があることが驚きである。区の独自の施策ももち
ろん大事だが，新潟市全体として，未来に向けて，50年後，100年後を見据えて考えていかなければな
らないと思っているので，小さい単位で区だけをみた予算審議というのはいかがなものか。（渡邉（信）委
員）

18
- 110 -



論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（３）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①区単位の仕組みの必要性
【実態を踏まえた区単位の審議の仕組みの検討】

● 実態として３人か４人の議員しかいない区もある。そういう実情を踏まえ，区を単位として調査・審査
等を行う議会の仕組みも考えてほしい。（如澤委員）
● 区選出議員が少ないところは他の区と一緒になってやってもいいのではないかという提案など，やり
方としてはどういうやり方が考えられていくのか，そこは知恵の出しどころだと思うが，確かに区全体の予
算を区選出の議員が見ていくのは必要ではないか。（青木委員）算を区選出の議員が見ていくのは必要ではないか。（青木委員）

②区常任委員会の設置
【議員数の多少にかかわらず設置】

● ８区の人口規模には４倍の開きがあり，各区の議員定数も３倍の開きがある。今後，人口減が進むと，
この差はさらに拡大する。区政のチェック機能である区常任委員会は市議会議員数の多少に関係なく
設置すべき。（渡邊（忠）委員）

【複数区での設置】

● 議員数が足りない場合は複数区での設置を検討すべき。（渡邊（忠）委員）

【各区の議員数】

● 議会の承認で特別職になる総合区長へのチェック機能については，現在の各区の議員数で区常任
委員会を設置することは難しい。（下坂委員）

論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（４）

委員意見

３ 個別具体的な意見
③議会以外での議員の役割
【実態を踏まえた区単位の審議の仕組みの検討】

● 市議会の問題として考えていくとやはり市全体の意思決定というのはなかなかネックな部分だが，例
えば，長の執行機関の附属機関という形で，その構成員に議員を加えることは可能か。（碓井座長）
● 附属機関を例えば区単位につくり，そこに議員と自治協の代表などを加えた組織をつくることは，条
例でできることだと思う。最終的に意思決定をするわけではない。議会の常任委員会というとちょっとハー
ドルがあるようだが それはどうか。（碓井座長）ドルがあるようだが，それはどうか。（碓井座長）
● 議員が各地域，地区に出て住民との懇談会あるいは議会の説明会をやる制度を設けている。自治
協議会と，あるいは一般の区民も中に入って，いろいろ協議できる場ができているはずなので，利用する
のもひとつの手ではないか。議会と区民との連絡は，ある程度そういうところでカバーできるのではない
か。（下坂委員）
● 自主予算や事業計画に自治協はどのように関わるか。また、その際、区選出の議員がチェックできる
仕組みを構築するかどうかという論点がある。議会による監視の話と，区レベルでの行政をチェックする
役割を、区選出議員にも期待するかどうかという論点。（伊藤委員）
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論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（５）

委員意見

４ その他
【区自治協議会の現状】

● 自治協議会は，行政の流れの中の一つのガス抜き，経過の段階に終始している嫌いがある。（小田
委員）
● 本来のまちづくりのための，政策の形成過程に自治協議会であり市民がどこまで参画し参加をする
のか。いろいろな制度，条例が変わってきたが，これが根本的に不明確である。（小田委員）
● 自治協議会は政策の形成過程に様々な観点から議論をし，区長及び市長にそのことを提言するこ
とを第１の仕事とするという考え方で進んできた。（小田委員）とを第１の仕事とするという考え方で進んできた。（小田委員）
● 自治協議会がどの程度市の自立の問題あるいは市民に密着した形でのことが実現できたかと考え
るならば，とてもじゃないけれども難しいという印象を受けて，なかなかやってもすごく無力感は感じてい
た。（足立委員）
● 区の権限の強化の両輪として，自治協議会が各区にあって，自治協議会で意見が吸い上げられる
仕組みになっている。（渡邉（信）委員）
● 区の権限を強化して住民サービスに対応していくと言っているときに，どういうルートで吸い上げられ
ていって，区の施策に反映されていくのか。（渡邉（信）委員）
● 若者が今一番自由になる時間がなく，自治協議会などの活動に出てこられるチャンスは非常に難し
い。自治協議会の委員は，それぞれ組織の代表といった形で選んでいくと，内容を全部知っている方が
出てこられるので，年齢としては上がってくる。（新藤委員）

論点３ 「ガバナンスのあり方」

■ 論点３に関する委員意見（６）

委員意見

４ その他
【区自治協議会の現状】

● その一方で，ＰＴＡ連合会の代表などといった形で，現在，子育て現役の皆様も参加はしてくださっ
ているが，確かに人数は少ない。（新藤委員）
● 今，自治協議会でも予算を使って，いろいろな形でチャレンジができるので，そういった中に委員会
形式で，例えば，地域の学校教育コーディネーターたちと一緒にプロジェクトを組んだりしていて，現役
の子育て現場の皆さんと意見交換をする場は，ないわけではない。ただ多いかといわれると微妙。（新藤
委員）委員）
● 会議が平日に行われることが多いため，働いている現役世代が委員になることが厳しく，また，夜の
会議は女性委員の出席が悪くなるという状況を踏まえ，会議開催日について行政も含め，区自治協議
会で検証すべき。（渡邊（忠）委員）
● 会議が平日昼に行われるのは行政からの報告事項が多くあるためやむを得ない面もあるが，委員は
各世代，男女に差がなく選出されなければならない。（渡邊（忠）委員）

【区自治協議会の今後に向けた検討の進め方】

● 区の権限強化の論点の中の地域性や効率性の部分で，もう少し深めて議論していくと，この問題解
決の端緒が出るのではないか。（小田委員）
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論点４「区の規模や数」論点４ 区の規模や数」

■ 「区の規模や数」にかかる委員意見

１ 現行の区割

２ 全体的な意見

３ 個別具体的な意見

論点４ 「区の規模や数」

① 見直しの契機
② 検討の進め方
③ 区の規模によるコスト（行政経費）の違い
④ 旧新潟市と合併市町村の違い
⑤ 区の規模や数にかかる方向性
＜現行体制の維持＞
＜現行体制の見直し＞
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１）

委員意見

１ 現行の区割
【住民意見を尊重した区割】

● 新潟市が80万で指定都市になった時点で８つの区を設けたことは，これはこれでよかった。（下坂委
員）
● 現行の区割りについては，住んでいる人たちのサービスを中心に考えてやってきた結果。いつか見
直すことはあり得るかもしれないが，そこの原点というところは重い。（足立委員）
● 合併で集まったところの市町村の住民の皆さんにとって，今まで市，町，村で営んできた生活，行政
の仕事が特段に変わってしまう 合併したことで全く違った仕組みになるということを最大限避けなけれの仕事が特段に変わってしまう，合併したことで全く違った仕組みになるということを最大限避けなけれ
ばならなかった。（青木委員）
● 新潟市としてはこの８つの区は多すぎるが，当時としては，これだけ多くの市町村が合併することから，
住民の皆さんの気持ちを大事にして区の編成をしていくことはとても大事なことであり，非常に大事な区
の数だったのではないか。（青木委員）

【人口規模的に妥当な区割】

● 最初の田園型政令市ということになると，当然人口密度が低いわけで，１区あたりの人口が少ないの
は当然という，イメージで思っていた。それが地域の過去の歴史など，いろいろ不満はあったけれども，
なんとかまとまってきたという経緯があるようだ。（真嶋委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（２）

委員意見

１ 現行の区割
【時間の経過による定着】

● 約８年，10年経つと，立場を超えての議論は，あまりなくなったような気がしている。（竹内委員）
● ８区それぞれ，合併後の不安もあったが，住民に密着した行政サービスが提供されており，区の一
体感も概ね定着してきていると考える。（青木委員）

【旧新潟市が分断されたデメリット】

● 旧新潟市は 概ね３から４つの区に分割され その結果メリット・デメリットが生じている 特に東区 中● 旧新潟市は，概ね３から４つの区に分割され，その結果メリット・デメリットが生じている。特に東区，中
央区におけるデメリットとして，新潟市のエンジン部分の港，空港，駅の分断である。この重要な拠点の
一体化した政策，拡充と活用がこれからの新潟市にとって大きな発展の要件である。（青木委員）
● 学校区においては，分断された地域があるが，東区と中央区の分割には必然性はないのではない
か。（青木委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（３）

委員意見

２ 全体的な意見
【財政状況を見据えた区のあり方を検討すべき段階】

● 冷静にこれからの新潟を考えると，ものすごく高齢化が進んでいて，少子化も進んでいるとなった場
合，本当に今の区割の中で今の行政の制度があり続けられるのかということがものすごく疑問。（渡邉
（信）委員）
● どこかで痛みを分かち合いながら，痛みを伴う改革をしていかないと。安心して新潟市に住み続けら
れるのかということを，この区割の中では，本当に真剣に考えていく必要がある。（渡邉（信）委員）

【市民力 向上を優先】【市民力の向上を優先】

● これから将来，確かに利益の分配ができる社会はいつまでもできるようなことではないと思う。辛抱な
社会がたぶん来るだろうとは思っているが，住民が連携して，自分たちの地域意識を高めておかなけれ
ば，そういう嵐に耐えることはできないのではないか。（竹内委員）
● 新潟市が篠田市政で最大の仕事でよかったのは，コミュニティ協議会をつくったことだと思っている。
市民，町内会，そしてコミ協をもっと磨きに磨いて，精度を上げて市民力を高めていくことは，これからの
持続可能な市を形成していくのに大事なことではないか。（竹内委員）

【旧新潟市と合併市町村の違い】

● 旧新潟市と合併市町村とではそれぞれ状況や背景に違いがあり，数や時期を一律に考えることには
無理がある。（青木委員）

【新潟市が成り立つことを大前提にした議論が必要】

● 新潟市の将来が確実に「成り立つ」という大前提の現実的な議論が必要。（大橋委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（４）

委員意見

３ 個別具体的な意見
①見直しの契機
【区の規模や数の検討】

● 職員体制全体を縮小していかざるを得ない状況になった時に，現在の区の体制ではなく，統合して
少ない人数で提供できる効率的な体制に移行していくことはあり得る。ただ，それによってサービスの質
が下がるということになると問題である。（伊藤委員）
● 人口減少の著しい区があり，人口面での不均衡が今以上に拡大していくと，区の再編も検討に入っ
てくるのではないか また 区内の交通など 区内のサービス提供体制を変更しなくてはならなくなったとてくるのではないか。また，区内の交通など，区内のサービス提供体制を変更しなくてはならなくなったと
き，区の再編が視野に入ってくるのではないか。（伊藤委員）
● 区の権限強化や，総合区制度，都市内分権など，区レベルでの自治を強調していくと，区の再編は
やりづらくなる。（伊藤委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（５）

委員意見

３ 個別具体的な意見
②検討の進め方
【区づくりの理念の検証が必要】

● 10年前に掲げた区づくりの理念をもう一度，本委員会で見てみる必要があるのではないか。（小田委
員）

【本来のまちづくりの方向とのギャップ】

● 機能や機構の効率 事務処理の効率など どうしても財政の効率が先行しがちであり 物事の中心● 機能や機構の効率，事務処理の効率など，どうしても財政の効率が先行しがちであり，物事の中心
がお金の面で解決されようとしているが，本来の地域の住民や市民が求めるまちづくりの方向と少しずつ
ギャップを生じはじめている点もある。（小田委員）
● 地域性の中では，当然，歴史的なその地域の形成過程，要素，住民の意識も当然含まれる。財政の
効率ももちろん重要だし，執行や機能の効率も求めなければならない。（小田委員）

【市民への情報提供】

● 市民に財政状況始め，将来人口や財産運営等の維持費の推計など具体的な情報を提供し，市民と
一緒になってこれからのまちづくりの議論をスタートさせるべきである。（青木委員）

【住民投票】

● 新潟市総合計画（にいがた未来ビジョン）策定に当たり，議会でも区の再編成・集約については，必
要との意見が多く出た。そのうえで，総合区を含めた区の数・規模については住民の意思を直接反映さ
せることができる住民投票は有効な手段と考え提案をしたい。（青木委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（６）

委員意見

３ 個別具体的な意見
②検討の進め方
【区行政10年の改良点を早期に改善】
● 区行政は10年で見えてきた改良点を早急に改善し，区民によりきめ細やかなサービス，民意に沿っ
た内容に素早く対応できる柔軟性をもって対応してもらいたい。民間企業に委託した方がよい内容も多
い。外注することで企業も人も活性化し，収入増につながる。（奥寺委員）

【総合区の採用と区の再編】【総合区の採用と区の再編】

● 総合区制度を採用した場合，全区域についてそれを適用するのか，それとも一部にするのかという
問題と，その際に，現在の区の統合を全部にするか一部にするか，この辺が微妙なところ。（碓井座長）

【持続可能な運営と多様な市民ニーズに同時に対応】

● 将来に渡って持続可能な自治体運営がなされるためには，小さくて効率的かつ透明度の高い運営
組織を確立していくべき。一方では，多様な市民ニーズにどのように対応していくかという市民の知恵と
協力が同時に求められている。（大橋委員）

【施設投資・運営における民間活用】

● 合併建設計画もほぼ終了し，国の財政支援で行われた施設や制度の整備も一定程度は仕上がっ
たと言える。今後の施設投資や運営については民間の資金と運用力をさらに利用していくべき。（大橋
委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（７）

委員意見

３ 個別具体的な意見
②検討の進め方
【区民の実感の把握】

● 合併して10年経ち，周辺の地域の皆さんや高齢化の進んでいる地域の方々，それから幼い子どもた
ちや子育て真っ最中の方たちは，押しなべて合併した当初からみると，苦しいという感覚を持っている。
これは間違いない事実。（小田委員）
● 認識を共通してもう１回議論するのであれば，新しい区割，新しい行政を考える上で私たちがきちん
と押さえていかなければいけない。（小田委員）と押さえていかなければいけない。（小田委員）
● 新潟市でお産をできる区はもう限られてきた。産科の開業の先生，産婦人科を開設している病院，こ
れがまったくないところが，もう間もなく４つとなる。どんなに赤ちゃんを産んで活力のある地域をつくろうと
いっても，あるいは私の地域に来てくださいと施策を打っても，子どもさえ産めない地域で何があなたの
ところに行けるのと。（小田委員）
● 南区がすでにない。西蒲区もなくなる。それから秋葉区もなくなる。あと東区の方でも，今後，極めて
困難。（小田委員）
● 重要な地域課題が新潟市の中では，議論がされてない。私は盛んにこのことを訴えて，あちこち回っ
ているが，住民が肌で感じるサービス，温度，福祉というのは微妙である。この辺の生活感のことはもう少
し整理をして，新しい区のあり方を検討していくべき。（小田委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（８）

委員意見

３ 個別具体的な意見
③区の規模によるコスト（行政経費）の違い
【区割再編の効果にかかる試算】

● 区の規模や数について，多すぎるからどこか統合しなければいけないとか，先ゆかなくなるのではな
いかとかいろんな話をうかがったが，そもそも区をまとめるなどして一体どう効率化するのか，どれだけの
コストが浮くのかというところが見えないと，ただの恐れだけで話してしまうと双方にとってどうか。（長谷川
委員）
● 非常に難しいとは思うが 一体何が削減されてなどの話を 少しでも議論の材料みたいなものを出さ● 非常に難しいとは思うが，一体何が削減されてなどの話を，少しでも議論の材料みたいなものを出さ
ないと，判断は非常に難しいのではないか。（長谷川委員）
● 区を統合し人口規模を20万人以上にすることで，財政的なスケールメリットにより，新潟の発展のた
めに使えるお金を捻出できる可能性がある。（大橋委員）
● 試算は新潟市を想定したものではなく，あくまでも地方交付税制度で考えられる差であり，数字が独
り歩きしないように注意が必要。（長谷川委員）
● 事業費，給与費ともに一気に減らせるわけではない。（長谷川委員）
● 合併など，合わせるときには，反対する者に対して代わりに何かを建てるなど，目に見えない交渉コ
ストによる補てんがあると，かえって維持管理コストがかかることから，何かを補てんすることなく納得して
もらえる方法を取ることができるかどうか考えなくてはならない。（長谷川委員）

【行政コストへの影響】

● 区を減らさない場合，本当にコストが増えることになるのか，それほど増えないのかという点は議論し
なければならない。（碓井座長）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（９）

委員意見

３ 個別具体的な意見
④旧新潟市と合併市町村の違い
【区の一体感】

● 人口が少ないところは，区が３つか４つかという話が出ているので，なかなか大変な問題だろうと思う。
統合される場合，面積も広くなるし，やっと我が区という意識を持ち始めたという話は聞いているが，もう１
回やり直し，仕切り直しになるので，その辺が大事なことではないか。（真嶋委員）

【合併地域での検討】【合併地域での検討】

● 合併地域については，いずれ合区は必要との認識の上であるならば，住民に不安など与えないよう
に配慮しつつ，住民に将来における人口減，財源減少などの正確な情報を提供し，認識してもらうことを
進めていく必要があるのではないか。（青木委員）

【利便性による区内移動の状況】

● 同じ区の中でも，利便性の高い地域への移動が急速に進んでいる。利便性を確保できない地域の
高齢化は加速している。（小田委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１０）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の維持＞
【区割再編は時期尚早】

● 現行の区割りにおいて，与えられた地域をよくしようと，今，地域住民が課題について一つ一つ解決
に向けて取り組んでいる状態。（新藤委員）
● 今現在ではまだ合併して間もないので，それぞれ与えられた地域をどうするかということについて，
地域の人たちにもっと議論してもらう時間があっていい。（新藤委員）
● 地域で小中学校の統廃合の話が一つ出ても大騒ぎになる状態なので ここでまた区割りを変える話● 地域で小中学校の統廃合の話が一つ出ても大騒ぎになる状態なので，ここでまた区割りを変える話
が出ると，とんでもない事態が起きるのではないか。（新藤委員）
● それぞれの区では，コミュニティ協議会や区自治協議会などの活動が軌道に乗ってきている。区の
一体感も醸成されつつある。区の規模や数の再編成は時期尚早ではないか。（如澤委員）
● 区割等について，こんなテーマが出てくるとは思いもよらなかった。時期尚早だという感じをもってい
る。10年経ってようやくお互いこうなったよねという認識と，人的交流がそこそこうまくいってきた中で，ま
た区の再編なんて持ち出されたら，これはたまったものではない。（竹内委員）
● 他の区でやるなら自由勝手でいい。再編の区の対象になるというのは，市民の皆さんにそんな考え
方をもっている方なんておられないだろうという認識でいる。（竹内委員）
● 西蒲区の場合は５つの市町村が合併をして，１つの区になり，そこで自治協議会ができたわけだが，
コミュニティ協議会が誕生して，全市に渡ってできた。それがやはり大きな働きをしているのではないか。
（如澤委員）
● これから磨きをかけていけば住民サービスも高まっていくのではないかと思っている。区割を再編成
するとなると，非常に大きな住民の不安が漂うので，ぜひ避けてもらいたい。（如澤委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１１）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の維持＞
【現状の維持・深化が理想】

● 今の８区が維持され，さらに深化していくことが理想だと思っている。（青木委員）

【現状も効率を考えた区割】

● 合併してまだ，という表現が適切かどうかということだが，経済的に，効率的にという見方も当然できる
と思うし この新潟市を一つで考えることができればそれはそれでいいと思うが 効率を考えて８つの区と思うし，この新潟市を一つで考えることができればそれはそれでいいと思うが，効率を考えて８つの区
に分けたと認識している。（新藤委員）

【地域のつながりが重要】

● 地域というのは，その地域独特の文化などでつながっているところがあり，区割のときには，文化，産
業，といったものの関係で全部つながっているので，これはこれで大事なのではないか。（新藤委員）

【改革，不断の努力は賛成】

● オール新潟で，これから少子化の中で，財政，活力も含めてもう少し柔軟に考えたらどうかという意見
があったが，それもひとつの方法だと思う。自治を進めていくには，やはり時折り改革をしながら不断の努
力をしていくことは大賛成である。（竹内委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１２）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の維持＞
【市民力の向上を優先】

● まちづくりの手法として，地域の足腰を鍛えることが本当に大事なことではないかと思っている。幸い
にも，新潟市は20の政令市で町内会の加入率は，浜松市に次いで２番目。他の大都市は60％そこそこ
になっている。（竹内委員）
● ８区あるわけだが，地域性，歴史は全部違う。ある意味お互いの区が競争する意識がないと，私は同
じオール新潟でもみんな自治意識に芽生えることはできないのではないか。（竹内委員）じオール新潟でもみんな自治意識に芽生えることはできないのではないか。（竹内委員）
● 他地区にはいろいろな事情があり，そこは口を挟むことはできないが，区の再編等についてはもっと
足元を固めて，これから前を向くことにしていただければありがたい。（竹内委員）

【区の再編よりも，区の元気を全市へ波及】

● 総合区長のことも，区の権限強化も含めてそれぞれの区が元気になれば，オール新潟がもっと元気
になると思っているので，区の再編については時期尚早。（竹内委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１３）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の見直し＞
【財政状況を見据えた区のあり方を検討すべき段階】

● 持続可能という点から，人口減少，そしてまた，財源についても，経常収支比率が４年間連続で下降
しており，この先上がる見通しはなかなか厳しい中で，そこも見据えて区のあり方を検討することはやはり
避けては通れないのではないか。（青木委員）
● 合併してかなり経ったので，そろそろワン新潟市という視点で考える必要がある段階になってきた。
（大橋委員）（大橋委員）
● 今の新潟市は，自治体の運営でなくて自治体の経営という視点で考えざるを得ない財政状態だと理
解している。（大橋委員）
● 人口減少で20年経ったら２割減るのがほぼ確実という中で，市債の発行と基金の取り崩しで自主財
源率が50％に満たない。これはどう考えても黙っていたら破綻する。税収の伸びが年率1.9％ということも
どうかなと。政府もバラ色の絵をかいているが，そろそろそうではなくて，明確なビジョンがあって根拠の
ある目標を設定して，政策の優先順位というものが問われているのではないか。（大橋委員）
● 10年したら財政危機みたいなことになってはいけないし，新潟市の将来が成り立つことがありきでな
ければならない。いろんな議論があってしかるべきだが，大前提は住民の幸せ，そこはもちろん原点だ
が，市が成り立つのか，そこもやはりきちっと把握してほしいというか，把握したい。（大橋委員）
● 人が生活するには，住む場所は当たり前だが，病院があったり銀行があったりお医者さんがあったり
ということが，すぐそばにそういうものがある住まい方ができる状態なのかということが，ものすごく思うとこ
ろである。（渡邉（信）委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１４）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の見直し＞
【財政状況を見据えた区のあり方を検討すべき段階】

● 選択と集中，市民全員がいいとなるのが理想だが，それはもう難しいと思う。市民として本当に今の
暮らしを続けられるのかという視点で考えた場合に，今の８区制が本当に維持できるのかというそもそも
論でみていった場合に，とても難しいのではないか。（渡邉（信）委員）
● １区あたりの人口が一番少なく，区役所の数と窓口の職員が多い特徴を踏まえれば，将来，現行体
制の維持が厳しいことは見えており 区の数を検討することは当然のこと。（青木委員）制の維持が厳しいことは見えており，区の数を検討することは当然のこと。（青木委員）
● 持続可能性を確保するためには，歳入が減っていく現実を直視し，合区等により歳出を削減し，そこ
で生み出した人員や予算を将来の新潟のために使うべき。（大橋委員）

【公共施設の更新時における検討の必要性】

● 今後，何年か後に公共施設の更新時期がくるときには，真剣に検討しなければならないことも生じる
と思われる。（碓井座長）

【区の人口規模を拡大】

● 年々人口減が進むことが予測されている中で，現在の８区を維持することは難しいと考える。少なくと
も区の人口が10万人以上になるよう再度区割りをして区の数を減らし，かつ，住民サービスを低下させな
いようにすべき。（渡邊（忠）委員）
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論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１５）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の見直し＞
【サービス低下を防ぐ方法】

● 本庁→区役所→各出張所→連絡所間の整備を進め高齢者の住民が遠くの本庁，区役所まで行か
なくとも諸手続きができるようインターネット他を最大限活用を図り拡充する。（渡邊（忠）委員）
● 上記を整備した中で，区の面積が大きい地域には最低限の職員で職務し，市役所の職員の増員を
抑えながら既存の建物を有効活用して出張所，連絡所を増設して，住民サービスを行う身近な行政を構
築する。（渡邊（忠）委員）築する。（渡邊（忠）委員）

【区を再編し総合区を導入】

● 現在の８つの区から３ないし４つの区に再編し，区の権限をより強化するために総合区制度を導入す
ることも同時に検討すべき。（大橋委員）

【総合区導入（区再編）に伴い区内の地域機関を再配置】

● より広域になる総合区の内に支所や出張所を合理的に再配置すべき。この設置計画については，
合併以前の旧自治体の本庁所在地や歴史的経過等を勘案しながら市民の要望を聞きながら決定すべ
きである。さらに新規の庁舎建築は行わず，既存施設を利用することが肝要。（大橋委員）
● 距離的中心に近い現有区役所に総合区庁舎を設置することで，地域特性を反映しつつ効率化を実
現できるのではないか。もちろん，各区役所には，支社等を設置し市民への窓口機能は残すべきである。
（大橋委員）

論点４ 「区の規模や数」

■ 論点４に関する委員意見（１６）

委員意見

３ 個別具体的な意見
⑤区の規模や数にかかる方向性＜現行体制の見直し＞
【区画再編成の考え方】

● 人口が減少していく中で区画再編成が最重要課題。現区制10年，様々な問題が出ている。再考で
一番大切なことは，各区の住民の地域差を生じさせないこと。（奥寺委員）
● 世の中の変化は目まぐるしく，今後の変化の多様化，スピードの速さはさらに進み，方向転換せざる
を得ない要素は増すばかり。「大きな区役所，小さな市役所」のキャッチフレーズで区が市政運営の要に
なる方向性は間違っていないが 未来ビジョンとの整合性を考えれば「大きな市役所の役割」は明確なる方向性は間違っていないが，未来ビジョンとの整合性を考えれば「大きな市役所の役割」は明確。
① 人口減少：特に労働人口を増やすための教育や環境整備
② 将来の担い手，子ども問題：学校の位置，教育現場の改善，充実
③ 高齢者急増対策：医療福祉の充実
④ インフラ整備 （奥寺委員）

● 市民全体が住みよい新潟，自慢できる新潟，生き生きした街新潟を望んでいる。全体のバランスを
考えると，小規模で権限の強い区より，広範囲に物事を捉えて時勢の変化に対応できる区画を再編成し
た方がよい。（奥寺委員）

【中央区と東区の合区】

● 北東アジア地域への交流や，農産物等輸出の玄関口へと発展させるためには，中央区と東区が一
体となり，総合区を導入し，市長と総合区長と同じ方向性の上で拡大に向けて取り組むことで歳入増加
につながると考えられる。より早く取り組んでいくことが必要ではないか。（青木委員）
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